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一

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
、
児
童
を
預
か
っ
た
者
の
安
全
確
保
義
務

ー
ー
ー
慈
善
活
動
・
青
少
年
活
動
に
お
い
て
預
か
っ
た
場
合
を
中
心
に
|
|

瀬

1
 
1
 

1
i
f
 

久

は
じ
め
に

四

個
人
的
な
好
意
か
ら
預
か
っ
た
場
合
の
裁
判
例
と
学
説

慈
善
活
動
・
青
少
年
活
動
に
お
い
て
預
か
っ
た
場
合
の
裁
判
例

慈
善
活
動
・
青
少
年
活
動
に
お
い
て
預
か
っ
た
場
合
の
裁
判
例
と
学
説
の
検
討

ー
!
民
事
責
任
に
と
っ
て
慈
善
性
が
有
す
る
意
味
|
|

五

お
わ
り
に
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説

は
じ
め
に

論

い
わ
ゆ
る
「
隣
人
訴
訟
」
(
海
地
判
昭
和
五
八
年
二
月
二
五
日
判
時
一

O
八
三
号
一
二
五
頁
、
判
タ
四
九
五
号
六
四
頁
)
「
四
つ

葉
子
供
会
事
件
」
(
津
地
判
昭
和
五
八
年
四
月
一
一
一
日
判
時
一

O
八
三
号
一
三
四
頁
、
判
タ
四
九
四
号
一
五
六
頁
)
の
よ
う
な
事
件
が
、
フ
ラ

ン
ス
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
議
論
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
、
わ
が
国
で
こ
の
種
の
紛
争
の
あ
る
べ
き
解
決
を
考
え
る
際
の
参
考
資
料
を
提

供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
好
意
や
慈
善
的
意
図
で
行
動
し
て
い
た
も
の
が
そ
の
受
益
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合
の
民
事

責
任
に
つ
い
て
み
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
議
論
の
蓄
積
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
議
論
は
、
種
々
多
様
な
場
合
を
ま
と
め
て
扱
っ
て
い
る
た
め

に
、
や
や
一
般
的
、
抽
象
的
で
あ
り
、
ま
た
、
主
な
紛
争
類
型
と
し
て
、
好
意
向
乗
中
の
事
故
、
医
者
相
互
の
無
償
治
療
中
の
医
療
事
故
、

農
民
の
相
互
援
助
中
の
労
働
災
害
、
お
よ
び
災
難
救
助
中
の
失
策
に
よ
る
事
故
を
考
え
て
い
る
の
で
、
「
隣
人
訴
訟
」
「
四
つ
葉
子
供
会
事
件
」

の
よ
う
な
事
案
を
考
察
す
る
際
の
参
考
に
な
り
難
い
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
好
意
・
慈
善
活
動
の
事
例
の
な
か
か
ら
、
児
童
を
預
か
っ
た
者
の

安
全
確
保
議
務
に
関
す
る
も
の
の
み
を
取
り
上
げ
、
よ
り
具
体
的
な
レ
ベ
ル
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
好
意
等
に
よ
る
児
童
の
預
託
に
は
、
「
隣
人
訴
訟
」
の
よ
う
に
、
隣
人
・
友
人
・
親
戚
等
の
個
人
的
な
知
己
に
基
づ
い
て
預
け

る
場
合
と
、
「
四
つ
葉
子
供
会
事
件
」
の
よ
う
に
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
意
図
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
預
け
る
場
合
と
の
こ
つ
が
あ

る
。
こ
の
う
ち
前
者
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
裁
判
例
が
著
し
く
少
な
く
、
学
説
も
ほ
と
ん
ど
議
論
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対

し
後
者
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
相
当
数
の
裁
判
例
が
あ
り
、
学
説
も
そ
れ
ら
の
裁
判
例
を
議
論
し
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
ま
ず
前
者

の
場
合
に
関
す
る
裁
判
例
と
学
説
を
簡
単
に
紹
介
す
る
(
ニ
)
。
つ
い
で
後
者
の
場
合
に
つ
い
て
、
裁
判
例
を
紹
介
し
た
う
え
で
(
三
)
、
議
論

を
整
理
し
、
や
や
詳
し
く
検
討
す
る
(
回
)
こ
と
に
し
よ
う
。

本
稿
は
、

北法38(5-6・11・120)1470



フランス法における、児童を預かった者の安全確保義務

(
1
)
筆
者
は
、
「
子
ど
も
を
好
意
で
預
か
っ
た
場
合
の
保
護
義
務
|
|
ド
イ
ツ
に
お
け
る
好
意
関
係
論
の
一
斑
|
|
」
四
宮
先
生
古
稀
記
念
・
民
法
・

信
託
法
理
論
の
展
開
六
五
頁
以
下
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
学
説
・
裁
判
例
を
素
材
に
、
同
様
の
考
察
を
行
っ
た
。

(
2
)
論
文
と
し
て
例
え
ば
、
同
vm吋吋
S
F
h
o
z
Zヨ
タ

no自
立
包
回
目
ロ
2
2
5白ぬ一巾印ロ
O
ロ
o
Z紅
白
丹
包
括
凹
母
〈
白
三
宮
古
江
田
官
ロ
円
四
巾
ロ
円
巾
u
m・、『・
0
・
n・

]江田
)E・同】同】・日
(
)
0
2
い凹・一一
moz白印伸一-戸同唱『巾
m
混同巴
O
口問吋
mwA
記
広
巾
色
巾
同
吋
即
〈
白
P
H
W同口内凶叩凹わ釦
-ux同ログ]{由一
w
H
同】阿】
-
A
山由一山忠一回・一一切
O
芹由一『
a・回、巾回円。ロ片岡・釦宮

内田巾

8
2
w
g
句
・
包
E
F
冨
企
・

3
・
NHMam-
一
国
ロ
2
・
m
m回目】
0
5白
σ
E
S
n
o
E
3
2
5
-
z
a
g
m℃
O
ロ目白
σロ
志
色
町
民
nEm--タ
円
宮
市
8
・巴吋∞・

3
・

HNHm丹
田
・
が
あ
る
。

(
3
)
筆
者
が
ア
ン
ド
レ
・
タ
ン
ク
教
授
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
テ
レ
教
授
に
お
聞
き
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
両
教
授
と
も
、
「
隣
人
訴
訟
」
の
よ
う
な
訴
訟
を

フ
ラ
ン
ス
で
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
答
え
ら
れ
た
。
タ
ン
ク
教
授
は
、
そ
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
家
父
保
険

2
8
z
Eロ
B
B
Z
骨

p
g
E巾)

の
普
及
を
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
自
動
車
責
任
保
険
契
約
や
火
災
保
険
契
約
な
ど
を
結
ぶ
と
き
、
保
険
会
社
が
少
し
の
割

増
し
保
険
料
で
家
父
保
険
を
勧
め
る
の
で
、
多
く
の
家
庭
が
こ
れ
に
入
っ
て
い
る
。
「
隣
人
訴
訟
」
の
よ
う
な
場
合
の
賠
償
責
任
は
こ
れ
に
よ
っ
て

一
応
カ
バ
ー
さ
れ
る
の
で
、
訴
提
起
が
少
な
い
の
で
な
い
か
、
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

個
人
的
な
好
意
か
ら
預
か
っ
た
場
合
の
裁
判
例
と
学
説

裁
判
例
の
紹
介
と
検
討

個
人
的
な
好
意
で
児
童
を
預
か
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
次
の
五
つ
の
裁
判
例
し
か
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

[
1
]
の
ぞ
ω
E
S曲
目
呂
町
印
・
の
白
N

司白
F
E印印
-N・
ωM-U-H甲山印・印
N0・
旬
。
司
・
呂
町
印
・
∞
忍
ω(ロ
o
g
開印
B
曲
目
ロ
)
・
。
ユ
m同ロ由
wH斗]同ロ〈
-
E品川
v-UEApmv・

印。
N(ロ
。
丹
市
型
宮
司
同
)
は
控
訴
審
判
例
で
あ
り
、
切
。
ロ
吋
mm回日向巾〈・

5
印ア

ω-H申
告
-
N
ω
P
U・呂町吋・
ω告
は
差
戻
審
判
決
で
あ
る
:
:
:
A
(
九
歳
の

男
児
)
は
、
お
じ

B
の
狩
猟
に
来
て
い
た
が
、

B
が
途
中
で
い
な
く
な
り
、

B
の
息
子
た
ち
L
V
H
が
A
の
監
督
を
引
受
け
た
。

v
H
V
け
が
キ
ジ
に
発

砲
し
た
と
こ
ろ
、

A
が
目
と
左
手
に
弾
を
受
け
失
明
し
た
0
1
.
L
の
い
ず
れ
の
弾
が
当
っ
た
か
は
不
明
。

A
の
父
は
も
も
を
訴
え
た
。
一
審
i
l
|
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説

L
L
が
互
い
に
他
者
の
弾
だ
け
当
っ
た
こ
と
を
証
明
で
き
な
い
と
き
は
、
不
適
切
な
狩
猟
の
仕
方
が
唯
一
の
原
因
で
あ
る
か
ら
、
V
H
L
は
全
部
義

務
(
E
g
-
-
E
B
)
を
負
う
。
控
訴
審
|
|
V
H
L
各
自
の
フ
ォ

l
ト
と
損
害
の
聞
の
因
果
関
係
が
証
明
さ
れ
て
い
な
い
、
狩
出
し
猟
で
な
い
か
ら

猟
の
準
備
に
フ
ォ

l
ト
は
な
い
、
し
た
が
っ
て
v
h
L
は
全
部
義
務
を
負
わ
な
い
。
破
鍛
院
|
|
監
督
を
引
受
け
た
E
L
が
A
の
安
全
を
確
か
め
な

か
っ
た
こ
と
が
共
同
の
フ
ォ

l
ト
に
な
る
か
調
べ
よ
、
と
し
て
破
銭
。
差
戻
審
ー
ー
そ
の
よ
う
な
共
同
の
フ
ォ

l
ト
が
原
因
だ
っ
た
か
ら
、
V
H
V
H

は
全
部
義
務
を
負
う
。

[
2
]
の
ぞ
昌
吉

zzsw∞
ロ
ロ
-
g
g
E
S
・
M
・
ω
呂

:
:
:
A
(
四
歳
の
女
児
)
は
近
所
の
女
友
達
(
V
H
L
夫
妻
の
娘
)
の
家
に
遊
び
に
来
て
い
て
、

も
が
出
て
き
た
ば
か
り
の
洗
濯
場
に
入
り
V
H
が
床
に
置
い
て
い
た
熱
湯
の
鍋
に
転
ん
で
負
傷
死
亡
し
た
。

A
の
親
v
h
L
は
、
L
L
に
対
し
損
害
賠

償
を
求
め
た
。
控
訴
審
・
破
殴
院
|
|
妻
L
は
、
フ
ォ

l
ト
が
あ
る
か
ら
一
三
八
二
条
の
責
任
を
負
う
。
V
H
は
、
熱
湯
の
鍋
と
い
う
危
険
の
存
在

を
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
監
視
に
つ
い
て
フ
ォ

l
ト
は
な
く
責
任
を
負
わ
な
い
。

[
3
]
c
t
ω
ロ。〈・

5
2・∞
z--・
2
8
5吋
H
・
M
M
g
:
:
:
Z
L
夫
妻
は
、
一
時
的
に
監
護
し
て
い
た
甥
A
を
連
れ
て
巴
を
訪
ね
た
。

A
は
巴
の
孫

達
と
遊
ん
で
い
る
う
ち
に
斜
面
の
草
で
滑
っ
て
も
(
巴
の
息
子
)
の
芝
刈
り
ト
ラ
ク
タ
ー
と
接
触
し
負
傷
し
た
。
L
L
は
、

A
ら
が
遊
ぶ
の
を
見

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

A
の
父
X
は
E
L
に
賠
償
を
求
め
、
v
u
v
H
は
、
L
.
L
も
A
の
監
護
を
引
受
け
て
い
た
か
ら
責
任
を
負
う
べ
き
だ
と
し
て
、

強
制
参
加
(
{
互
角
〈
g
t
o口
問

0
5
m
g
に
よ
り
召
換
し
た
。
控
訴
審
は
、

1.
に
、
ト
ラ
ク
タ
ー
保
管
者
と
し
て
一
三
八
四
条
一
項
の
責
任
を
認
め
、

V
H
に
つ
い
て
は
、
子
ど
も
を
遠
ざ
け
る
か
機
械
を
止
め
る
か
し
な
か
っ
た
フ
ォ

1
ト
が
あ
る
と
し
て
一
三
八
二
条
の
責
任
を
認
め
た
。
そ
し
て
、

A
の
転
倒
は
v
h
L
に
と
っ
て
予
見
可
能
・
克
服
可
能
だ
っ
た
と
し
て
、
L
V
H
の
責
任
の
一
部
免
責
(
巾
凶
。
ロ
待
先
日
0
ロ
宮
邑
色
巾
)
を
拒
否
し
た
O

L
L
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
巴
の
固
ま
れ
た
私
有
地
で
安
全
に
は
し
ゃ
ぎ
回
れ
る
と
L
L
が
考
え
た
の
は
正
当
で
あ
る
、
子
ど
も
ら
に
危
険
な
状

態
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
の
は
土
地
所
有
者
の
義
務
で
あ
る
、
と
し
て
否
定
し
た
。

破
毅
院
は
、
物
の
保
管
者
と
し
て
の
責
任
は
[
フ
ォ
!
ト
に
基
づ
く
も
の
で
な
い
か
ら
]
被
害
者
A
の
単
な
る
[
す
な
わ
ち
、
フ
ォ
!
ト
で
な

い
]
行
為
が
予
見
可
能
・
克
服
可
能
で
あ
っ
て
も
一
部
免
責
が
可
能
だ
と
し
て
、
巴
の
責
任
に
関
す
る
部
分
の
み
を
破
駿
差
戻
し
た
。

[
4
]
戸町、。
P
N
2
ロ
E
E
誌

w】(U同
vwz=-〈
可
:
:
:
男
児
A
が
仲
間
の
B
ら
と
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
中
庭
で
年
齢
相
応
の
ス
ケ
ー
ト
遊
び
を
し
、
そ

れ
を
B
の
両
親
が
自
分
ら
の
部
屋
の
窓
か
ら
監
視
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

A
が
B
と
突
き
当
っ
て
転
倒
し
、
負
傷
し
た
。
一
三
八
四
条
四
項
に
基
づ

く
B
の
両
親
の
責
任
が
問
わ
れ
た
が
、
裁
判
所
は
、
厳
密
に
監
視
し
て
い
て
も
こ
の
よ
う
な
瞬
間
的
な
事
故
は
防
ぎ
え
な
か
っ
た
と
し
て
、
そ
の

責
任
を
否
定
し
た
。

論

北法38(5-6・II・122)1472



[
5
]
叶
ユ

σ-m円・吉田仲・〉
s
s
g
G
R
-白
色
宮
司
∞
]
巳

-
-
2
E呂・』【い同
M

・
5
3
ロ
呂
田
町
:
・
・
母
親
A
は
買
い
物
に
行
く
た
め
に
、
息
子
B
(
五
歳
)

を
B
の
お
ば
C
に
預
け
、

B
は、

C
の
家
で
D
(
C
の
息
子
。
一
一
歳
)
ら
と
遊
ん
で
い
た
。
今
ZEE-巾
号
と
い
う
曲
芸
的
な
遊
び
(
頭
を
両
脚

の
聞
に
入
れ
た
B
の
手
を
D
が
援
っ
て
旋
回
す
る
)
を
し
て
い
た
と
き
、

D
が
手
を
緩
め
た
た
め
、

B
が
頭
を
地
面
に
強
打
し
、
頭
蓋
を
負
傷
し
、

半
身
不
随
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
C
は
家
の
中
に
居
て
、
子
ら
の
遊
び
を
見
て
い
な
か
っ
た
。

B
の
父
X
は、

D
の
父
V
H
と、

V
H
が
家
父
保
険

(
同

g
R
2
2
与
え
骨

P
E
E
S
を
結
ん
で
い
る
保
険
会
社
V
H
と
を
訴
え
た
。
裁
判
所
の
判
断

l
l
C
は
D
に
対
す
る
監
視
を
慨
怠
し
て
い
た

か
ら
フ
ォ

1
ト
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
巴
は
、
二
二
八
四
条
四
項
(
子
の
加
窓
口
行
為
に
つ
い
て
は
両
親
が
連
帯
責
任
を
負
う
旨
を
定
め
る
)
に
よ

り
責
任
(
一
万
フ
ラ
ン
)
を
負
う
。
ま
た
V
H
は
巴
の
保
険
者
と
し
て
巴
と
同
額
の
支
払
義
務
を
負
う
。

フランス法における、児童を預かった者の安全確保義務

以
上
の
裁
判
例
は
、
事
故
の
直
接
の
原
因
が
、
開
児
童
を
預
か
っ
た
者
自
身
の
行
為
で
あ
る
場
合
(

[

1

]

)

、
的
預
か
っ
た
者
の
子
の
行

為
で
あ
る
場
合

(
[
4
]
[
5
]
)
、
例
預
か
っ
た
者
が
保
管
す
る

(
m
m
E
q
)
物
で
あ
る
場
合
(

[

2

]

の
巴
の
責
任
、

[
3
〕
の
巴
の
責
任
)
、

同
第
三
者
の
行
為
・
管
理
す
る
物
で
あ
る
場
合
(

[

3

]

の
L
Lの
責
任
)
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
結
論
を
見
る
と
、

M
W
川
刊
例
の

場
合
に
は
一
般
に
、
預
か
っ
た
者
の
責
任
を
認
め
(
た
だ
し

ωの
[
4
]
で
は
否
定
)
、
同
で
は
責
任
を
否
定
し
て
い
る
。

法
律
構
成
を
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
裁
判
例
は
す
べ
て
、
不
法
行
為
責
任
の
み
を
論
じ
、
児
童
を
預
か
っ
た
者
の
契
約
責
任
と
い
う
考
え
方

を
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
不
法
行
為
責
任
と
し
て
論
ず
る
場
合
に
も
、
預
か
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
監
視
義
務
を
根
拠
と
し
て
い
る
の
は

[
1
]

[
3
]
の
み
で
あ
る
。

[
4
]
[
5
]
は
監
視
義
務
の
僻
怠
を
議
論
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
一
三
八
四
条
四
項
が
定
め
る
親
の
責
任
が
、
子

の
教
育
・
監
視
に
フ
ォ

1
ト
が
な
い
こ
と
を
証
明
す
れ
ば
免
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

[
4
]
[
5
]
が
議
論
し
て
い
る
の
は
、
預
か
っ
た
児
童
を

監
視
す
る
義
務
で
は
な
く
て
、
自
分
の
子
を
監
視
す
る
義
務
で
あ
る
。
ま
た
、

[
1
]
は
預
か
っ
た
者
の
義
務
を
責
任
の
根
拠
と
考
え
て
い
る

が
、
そ
れ
は
、
因
果
関
係
が
不
明
で
あ
る
た
め
に
預
か
っ
た
者
の
積
極
的
な
行
為
(
発
砲
)
に
基
づ
く
責
任
を
認
め
え
な
い
た
め
に
、
児
童

を
預
か
っ
た
点
に
ま
で
遡
っ
て
「
共
同
の
フ
ォ

l
ト
」
を
認
定
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
極
言
す
れ
ば
こ
こ
で
は
、
「
共
同
の
ブ
ォ

1
ト」
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説

を
認
定
で
き
る
事
実
で
あ
れ
ば
よ
く
、
預
か
っ
た
こ
と
に
基
づ
く
義
務
で
な
く
て
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
同
以
外
の
裁

判
例
で
は
、
子
ど
も
の
預
託
と
い
う
事
実
が
重
視
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
開
で
は
積
極
的
な
行
為
者
と
し
て
の
責
任
が
、
仰
で
は
加
害

者
の
親
と
し
て
の
責
任
が
、

N
W
で
物
の
保
管
者
と
し
て
の
責
任
が
、
ま
ず
議
論
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
責
任
に
お
い
て
は
、
「
子
ど
も
を
預
か
っ
た

者
の
義
務
」
と
い
う
視
点
が
欠
落
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
悼
の

[
3
]
は
、
子
ど
も
を
預
か
っ
た
者
の
義
務
を
論
じ
、
そ
の
義
務
の
範

囲
を
狭
く
解
し
て

L
Lの
責
任
を
否
定
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
際
に
、
好
意
で
預
か
っ
た
と
い
う
特
殊
性
を
考
慮
し
て
い
な
い
。

論

2 

学
脱
の
随
歯

好
意
で
子
ど
も
を
預
か
っ
た
者
の
責
任
を
論
ず
る
者
は
極
め
て
少
な
い
。
見
い
出
し
え
た
も
の
を
い
く
つ
か
の
論
点
に
つ
い
て
整
理
し
て

お
こ
旨
つ
。

ま
ず
、
好
意
で
子
ど
も
を
預
か
っ
た
場
合
に
契
約
は
成
立
す
る
か
?
学
説
は
、
契
約
の
成
立
を
認
め
る
者
(
エ
ス
マ
ン
)
と
、
こ
れ
ら

を
否
定
す
る
者
(
シ
ャ
パ
ス
)
と
に
分
れ
て
い
る
。
契
約
が
成
立
し
な
い
と
考
え
る
と
き
は
、
責
任
の
有
無
は
、
一
般
的
な
、
不
作
為
の
フ
オ
|

ト
(
皆
ロ
百
円
ω宮
古
口
昨
日
。
ロ
)
の
有
無
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
思
慮
の
あ
る
人
間

(
Z
B
B
O
B
-
m
Oロロ
mEO)
は
同
胞
が
損
害
を
受

け
な
い
よ
う
に
行
為
す
る
義
務
を
社
会
生
活
上
負
っ
て
い
る
ー
ー
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
他
人
を
監
護
(
∞
再
認
E
O吋
)
で
き
る
地
位
に
特

に
い
る
者
は
そ
の
他
人
を
監
護
す
る
義
務
を
負
い
、
監
護
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
不
作
為
の
フ
ォ

l
ト
の
ゆ
え
に
一
三
八
二
条
に
よ
っ
て
不

法
行
為
責
任
を
負
う
ー
ー
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

次
に
、
好
意
で
子
ど
も
を
預
か
っ
た
者
の
フ
ォ

l
ト
に
つ
い
て
、
そ
の
立
証
責
任
を
誰
が
負
う
の
か
?
こ
の
問
題
は
、
契
約
の
成
立
す

る
場
合
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
エ
ス
マ
ン
は
、
結
果
の
不
当
性
を
認
め
つ
つ
も
、
契
約
が
成
立
す
る
以
上
フ
ォ

l
ト
が
推
定
さ
れ
、

不
可
抗
力
を
証
明
し
な
い
か
ぎ
り
免
責
さ
れ
な
い
、
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
と
言
う
。
こ
れ
に
対
し
マ
ゾ
l
は
、
児
童
の
預
託
契
約
が
無
償

で
あ
る
と
き
は
、
「
一
般
的
分
別
と
注
意
の
債
務
」
(
「
手
段
債
務
」
に
対
す
る
マ
ゾ
!
の
用
語
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
子
ど
も
を
預
け
た
債
権
者
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フランス法における、児童を預かった者の安全確保義務

と
す
る
意
図
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
と
す
る
。

第
三
に
、
好
意
・
無
償
を
理
由
に
、
児
童
を
預
か
っ
た
者
の
義
務
を
軽
減
す
べ
き
か
?
こ
こ
で
も
見
解
が
分
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

シ
ャ
パ
ス
は
そ
の
よ
う
な
軽
減
に
反
対
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
賛
成
す
る
意
見
も
あ
る
。

最
後
に
、
賠
償
額
の
算
定
に
お
い
て
、
子
を
預
け
た
側
の
倫
理
的
な
責
任
を
理
由
に
、
あ
る
い
は
、
(
津
の
隣
人
訴
訟
の
場
合
に
原
告
側
が

池
の
危
険
性
を
知
り
つ
つ
預
け
た
)
過
失
を
理
由
に
、
責
任
を
分
担
さ
せ
る
べ
き
だ
と
の
見
解
が
あ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
個
人
的
な
好
意
か
ら
他
人
の
児
童
を
預
か
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
契
約
の
成
否
、
フ
ォ
!
ト
の
立
証
責
任
、
注
意

義
務
の
内
容
、
賠
償
額
の
軽
減
の
い
ず
れ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
十
分
な
議
論
が
な
く
、
意
見
が
分
散
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。

が
ブ
ォ

1
ト
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
)

(
1
)
小
島
武
司
監
修
・
山
口
龍
之
訳
「
隣
人
訴
訟
を
め
ぐ
る
フ
ラ
ン
ス
の
識
者
の
反
応
」
判
タ
五
七
三
号
五
頁
以
下
で
、
シ
ャ
パ
ス
教
授
が
き
ロ
及
さ

れ
る
判
決
で
あ
る
。
(
た
だ
し
、
訳
者
の
山
口
氏
に
よ
る
と
、
判
タ
同
号
七
頁
注

(
5
)
の
「
一
九
六
八
年
:
:
:
」
は
、
「
一
九
七
一
年
:
:
:
」
の
誤

横
だ
そ
う
で
あ
る
。
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
山
口
氏
の
御
教
示
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
る
。
)

(
2
)
被
害
者
の
行
為
が
、
加
害
者
に
と
っ
て
予
見
不
可
能
・
克
服
不
可
能
な
不
可
抗
力

2
2
2
5と
2
吋
巾
)
で
な
く
、
ま
た
フ
ォ

1
ト
で
も
な
か
っ

た
場
合
に
、
加
害
者
の
責
任
を
一
部
免
責
す
べ
き
か
?
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
破
棄
院
第
一
民
事
部
・
刑
事
部
は
伝
統
的
な
考
え
に
従
ぃ
、
こ

の
場
合
の
一
部
免
責
を
否
定
し
て
い
る
が
、
第
二
民
事
部
は
、
一
三
八
二
条
の
フ
ォ

l
ト
に
基
づ
く
責
任
の
場
合
と
一
三
八
四
条
一
項
、
一
三
八

五
条
の
客
観
的
責
任
の
場
合
と
を
区
別
し
、
前
者
の
場
合
に
は
一
部
免
責
を
否
定
す
る
が
、
後
者
の
場
合
に
つ
い
て
は
一
九
六

0
年
代
か
ら
一
部

免
責
を
認
め
て
い
た
(
巧
巾
巳
兄
吋
常
『

m
W
O
E
-
:
E
r
円

B
o
z
-宮
巴
0
5・
ωOE--E∞0
・3
0
吋

8u-srヨ
ロ
ミ
・
、
H
，
E
志
向
ぽ
門
同

B
R
a
i
-
-

E

B∞
宮
口
印
釦
豆
町
宮
山
口

g
E
E
Oロ
タ
冨
∞

Nw
ロ。ニ
2
2
f
Z
吋
2
5
2
z
w
F白
話
回
匂

S
E
E
-同
m
a
i
z
w
ω
O
E
-
-混
N噂
ロ
。
呂
町
)
。
本
判
決

で
も
こ
の
立
場
を
採
っ
て
い
る
。
し
か
し
第
二
民
事
部
は
、
こ
の
後
一
九
八
二
年
に
立
場
を
変
更
し
、
被
害
者
の
行
為
は
不
可
抗
力
の
性
質
を
持

た
な
い
と
き
は
、
過
失
行
為
か
否
か
を
問
わ
ず
、
一
切
免
責
事
由
に
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
(
松
野
友
芳
寸
無
生
物
責
任
に
お
け
る
被
害
者
の
行

為
と
免
責
|
|
破
毅
院
第
二
民
事
部
一
九
八
二
年
七
月
一
一
一
日
判
決
|
|
」
判
タ
五
三
五
号
一

O
O頁
参
照
)
。
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説

(3)
実
際
に
、
他
の
加
害
者
不
明
の
狩
猟
の
事
案
で
は
、
加
害
者
と
被
害
者
の
聞
に
預
託
の
関
係
が
な
く
て
も
、
「
共
同
の
フ
ォ
!
ト
」
を
認
め
て
全

部
義
務
を
負
わ
せ
て
い
る
。
巧
巾
巳
巾
丹
、
H

，巾門司m・

8
・
nx-b。
記
印
一
〈

E
4
8・
n一昨・・ロ。
ω
呂
・
松
原
皆
「
加
害
者
不
明
の
共
同
不
法
行
為

ω」
早

大
大
学
院
法
研
論
集
三
三
号
(
一
九
八
四
年
)
二
四
一
頁
以
下
を
参
照
。

(
4
)
何回ヨ白山
P
ロ
。
芯

8
5
c
t
ご
ロ
山
口
・
冨

E
・
o-
呂
田
・
印
∞
由
(

[

1

]

)

・
5
片
山
岡
凶
巾
は
、
親
戚
・
お
じ
・
友
人
な
ど
が
休
暇
に
子
ど
も
を
自
宅
に
預

か
る
場
合
に
、
義
務
を
引
き
受
け
る
合
意
(
巾
ロ

ma一巾
g
g
r。
ロ
〈
巾
ロ
色
。
ロ
ロ
巾
-
)
が
な
い
と
は
い
い
に
く
い
、
と
言
う
。
デ
ュ
ル
イ
ル
(
小
島
監
修
・

前
掲
九
頁
)
は
預
か
っ
た
者
の
義
務
が
手
段
債
務
か
結
果
債
務
か
を
論
じ
て
い
る
が
、
契
約
の
成
立
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
5
)
(
U
Y
白
σ白
目
・
ロ
。
同
巾
』
・
。
・
司

E
3
ロ
5
2少
一
は
、
子
ど
も
を
近
親
者
に
預
け
る
場
合
に
は
契
約
は
成
立
し
な
い
と
言
う
。
た
だ
し
シ
ヤ
パ
ス

教
授
は
、
小
島
監
修
・
前
掲
四
頁
で
は
、
「
義
務
の
よ
っ
て
立
つ
関
係
が
契
約
上
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
不
法
行
為
法
上
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
:
:
:
」

と
言
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
見
解
を
留
保
す
る
よ
う
で
あ
る
。
パ
ラ
ン

l
ヴ
ィ
ア
ル
教
授
(
小
島
監
修
・
前
掲
三
頁
)
も
、
契
約
が
な
い
と
考

、
え
て
い
る
。

(6)
巧
巴

-
-
R
3
2・0
匂
-
n洋二ロ。

Sω
一
俊
民
円
F
P
O津
門
守
口
・

ov--m阻
止
。
ロ
印
唱
え
N

叶
∞
一
当
日
可
・

8
・
n
R
J
ロ
。
ニ
印
品

L
叶∞・

(
7
)
開
印
自
己
ロ
・
。
匂

-nx-

(
8
)
冨
釦

N
E邑
色
冨
白

N
E
E
-
o
Z・問、口)〔
U

・
5ω
・
呂
田
・
℃
邑
∞
・
デ
ユ
ル
イ
ル
(
小
島
監
修
・
前
掲
九
頁
二
段
目
)
も
同
旨
か
。

(
9
)
小
島
監
修
・
前
掲
五
頁
。

(
叩
)
同
右
八
頁
二
三
段
目
の
ス
ジ

1
ネ
、
同
右
九
頁
一
二
段
目
の
デ
ユ
ル
イ
ル
の
見
解
。
デ
ュ
ル
イ
ル
は
、
「
[
預
か
っ
た
者
の
]
注
意
義
務
も

自
身
の
子
に
対
す
る
の
と
同
じ
程
度
の
監
督
義
務
で
足
る
」
と
さ
れ
る
余
地
を
認
め
る
。

(
日
)
同
右
三
頁
の
パ
ラ
ン

l
ヴ
ィ
ア
ル
、
同
九
頁
ニ
段
の
デ
ユ
ル
イ
ル
。

論

慈
善
活
動
・
青
少
年
活
動
に
お
い
て
預
か
っ
た
場
合
の
裁
判
例

と
り
あ
げ
る
裁
判
例
の
範
囲

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
四
つ
葉
子
供
会
事
件
の
よ
う
な
、
保
育
所
・
学
校
以
外
が
児
童
を
預
か
る
場
合
の
民
事
責
任
の
問
題
は
、
預
か
る
目
的
・
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趣
旨
が
何
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、

ス
ポ
ー
ツ
(
印
宮
ユ
∞
)
、
余
暇
活
動

(
Z
E吋
印
)
、
休
暇
コ
ロ
ニ
ー

(g-。
包
何
回
骨

S
E
R
B夏
期
休
暇
中

(印

g
己
2
5
0
)
、
子
ど
も
の
預
託

(
U
E
2
5
0
E

フランス法における、児童を預かった者の安全確保義務

な
ど
に
子
ど
も
ら
が
親
元
を
離
れ
て
集
団
生
活
を
す
る
も
の
)
、
ボ
!
イ
・
ス
カ
ウ
ト

g
E
E
)
等
、
い
く
つ
か
の
項
目
に
分
散
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
点
で
は
広
く
事
例
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
と
こ
ろ

で
本
稿
の
目
的
の
一
つ
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

l
lす
な
わ
ち
、
非
営
利
的
な
、
社
会
的
価
値
の
実
現
を
企
図
す
る
、
私
人
の
イ
ニ
シ
ア

チ
ブ
に
よ
る
活
動

i
!と
い
う
特
殊
性
が
民
事
責
任
の
成
否
・
内
容
に
対
し
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
児
童
の
預
託
に
関
す
る
裁
判
例
の
う
ち
、
第
一
に
、
報
酬
的
な
対
価
が
支
払
わ
れ
て
い
る
場
合
l
l
有
償
の
ベ
ビ

1
シ
ツ
タ
1

(g日
立
の
ゆ
)
、
保
母

(
m
R
a
g
s
q
g
F耳
目
)
の
場
ム
凡
あ
る
い
は
営
利
的
な
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
、
レ
ジ
ャ
ー
ク
ラ
ブ
)
の
場
合
な
ど
ー
ー

を
除
く
。
し
か
し
、
対
価
が
支
払
わ
れ
て
い
る
が
報
酬
的
で
な
く
、
活
動
の
目
的
が
直
接
的
に
は
利
用
者
の
利
益
の
増
進
で
あ
る
が
、
間
接

的
に
は
社
会
的
な
価
値
の
実
現
で
も
あ
る
場
合
|
|
例
え
ば
、
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
の
場
合
1
l
は
検
討
す
る
。
第
二
に
、
当
該
事
業
・
活

動
l
|
例
え
ば
休
暇
コ
ロ
ニ
1
1
1
1
を
地
方
自
治
体
、
公
教
育
機
関
、
生
活
保
護
局
(
〉
包

mgロ
g
宮

Z
E
C
O
)
な
ど
の
公
的
な
機
関
が

直
接
に
主
催
・
運
営
し
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は
全
面
的
に
援
助
・
協
力
し
て
い
る
も
の
も
除
外
す
る
。
ま
た
、
民
間
団
体
・
私
人
が
そ
の

職
務
・
義
務
と
し
て
行
な
う
場
合
も
除
外
す
る
。
こ
れ
ら
を
除
外
す
る
結
果
、
本
稿
の
主
た
る
対
象
は
、
教
区
青
少
年
ク
ラ
ブ
(
℃
巳

5
5
m
g
、

教
区
司
祭
(
与
広
)
、
地
域
の
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
、
民
間
の
慈
善
団
体
、
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
・
ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
な
ど
が
児
童
を
預
か
る
事
例

で
あ
る
。
時
代
的
に
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
裁
判
例
は
今
世
紀
初
頭
か
ら
み
ら
れ
る
「
た
だ
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
教
区
青
少
年
ク
ラ
ブ
な
い
し

そ
の
責
任
者
と
し
て
の
司
祭
の
民
事
責
任
が
問
わ
れ
る
事
例
、
地
域
の
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
な
い
し
そ
の
責
任
者
の
民
事
責
任
が
問
わ
れ
る
事

例
は
、
第
二
次
大
戦
後
は
非
常
に
少
な
く
な
っ
て
い
る
。

(
1
)
c
t
吋
]
己
己
-
H
由一山

h
P
0・
呂
町
一
山
・
印
∞
タ
』
わ
司

-
E印
一
山
口
∞
吋
品
切
一
円
一
三
寸
獄
〈
-
H
也品吋
J

り
・
呂
町
吋
・

ω合
唱
山
、
吋
ユ

σ・門同巾
mH・
円
四
・
吉
田
同
・
弘
司
戸
可
。
P

N

H

』
白
ロ
〈
・

p. 
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ロ
ニ
を
参
照
。

裁

判

例

フランス法における、児童を預かった者の安全確保義務

[
1
]
河

2
・
三
ロ
ロ
戸

E
S・
o・
5
0吋
-
H
-
S少
∞
-
E
S
-
-
芯
:
:
:
黙
想
会
に
参
加
し
て
い
た
子
ど
も
達
が
、
教
区
青
少
年
ク
ラ
ブ
で
「
公
安
官
と

泥
棒
ご
っ
こ
」
を
し
て
い
た
。
こ
の
遊
び
は
、
助
任
宵
祭
V
H
神
父
が
、
主
任
司
祭
色
神
父
の
代
理
と
し
て
注
意
を
与
え
、
危
険
な
物
を
取
り
上
げ

た
う
え
で
許
可
し
て
い
た
。
遊
ん
で
い
る
う
ち
、
取
っ
組
み
合
い
に
な
り
、

A
(
一
一
歳
の
男
児
)
が
投
げ
た
木
片
で

B
(
一
一
歳
の
男
児
)
が

失
明
し
た
。

B
の
父
X
が
巴
と
も
に
対
し
損
害
賠
償
を
請
求
。
一
審
は
、
巳
は
も
っ
と
よ
く
監
視
し
、
木
片
や
取
っ
組
み
合
い
を
禁
止
す
べ
き
だ
っ

た
か
ら
フ
ォ

l
ト
が
あ
る
。

1.は
巳
の
使
用
者
と
し
て
責
任
を
負
う
、
と
し
た
。
控
訴
審
は
、
こ
の
遊
び
は
無
害
で
あ
り
、
事
故
は
あ
ま
り
に
突

然
で
、
非
常
に
よ
く
監
視
し
て
い
て
も
予
測
・
予
防
で
き
る
も
の
で
な
か
っ
た
か
ら
一
三
八
四
条
四
項
の
教
師
の
責
任
は
生
じ
な
い
、
と
し
た
。

破
毅
院
は
控
訴
審
の
判
断
を
是
認
し
、
一
三
八
二
条
一
三
八
四
条
の
責
任
を
否
定
し
た
。

[
2
]
斗
ユ

σ・
島
市
富
一
釘
円
四
巾
閃
C
E
S
S向
日

ω
ロ。
4
・
Hus-U-
何
回
申

HM・
M-M∞
印
:
:
:
ス
ポ
ー
ツ
会

Y
が
催
し
た
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
試
合
中
に
、

A
(
一

五
歳
)
が
転
倒
し
、
そ
の
上
に
同
じ
チ
l
ム
の

B
が
倒
れ
て

A
が
足
を
折
っ
た
。

A
の
父
X
が
Y
に
対
し
損
害
賠
償
を
請
求
。
裁
判
所
は
次
の
理
由

で
請
求
を
棄
却
。
教
区
青
少
年
ク
ラ
ブ
や
ス
ポ
ー
ツ
会
は
、
一
三
八
四
条
四
項
が
適
用
さ
れ
ず
、
プ
ォ

i
ト
が
あ
る
場
合
に
の
み
二
二
八
二
条
、

一
三
八
三
条
の
責
任
を
負
う
。
と
く
に

X
は
A
の
参
加
を
了
承
し
、
ス
ポ
ー
ツ
会
の
委
員
会
に
も
関
与
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
、
会
の
指

導
者
は
競
技
に
介
入
で
き
ず
、
審
判
員
は
規
則
遵
守
を
見
る
だ
け
で
あ
り
、
ま
た

A
は
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
経
験
者
で
、
事
故
は
偶
発
的
(
円
自
問

2
・

z-乙
で
あ
っ
た
か
ら
、
フ
ォ

1
ト
は
な
か
っ
た
。

[
3
]
切

o
a
g
C
M一
N三ロロ]・

5
5
-
ロ・

5
H
N
-
N・
ω包-∞・

5
Z
-
N
-
E
N
-
-
:
:
Y神
父
が
指
導
し
た
教
区
青
少
年
ク
ラ
ブ
射
撃
会
の
後
で
、
ク
ラ
ブ
児

童
A
が
カ
ー
ビ
ン
銃
を
も
ち
出
し
同
年
令
の

B
と
遊
ん
で
い
る
う
ち
に
発
砲
し
、

B
に
重
傷
を
負
わ
せ
た
。
検
察
官
は

A
を
訴
追
す
る
と
同
時
に
、

一
三
八
四
条
四
項
に
基
づ
い
て
、

Y
の
民
事
責
任
を
追
及
し
た
。
一
審
は

Y
を
同
条
の
「
教
師
」
と
み
て
こ
の
責
任
を
認
め
た
が
、
控
訴
審
は
否

定
し
た
。
控
訴
審
の
理
由
|
|
同
条
項
は
制
限
的
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。

Y
は
単
に
ク
ラ
ブ
の
責
任
者
で
、
教
育
と
監
督
を
永
続
的
に
行
う
者
で

な
い
か
ら
「
教
師
」
で
な
い
。
同
項
が
適
用
さ
れ
な
い
以
上
、
五
項
の
防
止
不
可
能
を
検
討
す
る
ま
で
も
な
く

X
の
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
。

[
4
]
吋
ユ

σ・
包
〈
・
母

C
6ロ
2
m〈『
-
H
U
E
-
U・司

E
H
M・
M・
2
∞
:
:
:
両
親
は
息
子
A
(
一
O
歳
)
を

Y
(リ
ヨ
ン
第
二
校
区
連
帯
会

(
ω
o
E阻
止
忠
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説

凹
n
o
s
-
『
巾
)
。
慈
善
団
体
の
よ
う
で
あ
る
。
)
に
預
け
、
Y
は
A
を
B
農
家
に
数
週
間
預
け
た
。

A
は
仲
間
と
荷
車
に
乗
っ
て
い
て
転
落
し
、
左
ひ
じ

を
骨
折
し
た
。

A
の
父
X
が
Y
に
対
し
損
害
賠
償
を
請
求
。
裁
判
所
は
、
戸
外
で
は
し
ゃ
ぐ
の
が
目
的
の
と
き
に
、
馬
に
つ
な
い
で
な
い
荷
車
に

乗
る
の
は
危
険
で
な
い
か
ら
監
督
不
十
分
と
い
え
な
い
、
と
し
、
た
だ
、
負
傷
の
後
に
適
切
な
措
置
を
し
た
か
に
つ
い
て
鑑
定
を
命
じ
た
。

[
5
]
司
白
ユ
凹
N
∞
白
〈
ユ
ニ
由
民
・

ω・
5
E
l
E
N
・
少

0
・
E
Z
-
N
-
N
∞
ci---
父
X
は
息
子
A
(九
歳
)
を
、
夏
休
み
六
週
間
保
養
さ
せ
る
た
め
に
、
七

0
フ
ラ
ン
払
っ
て
Y
(
パ
リ
の
子
ど
も
遠
の
た
め
の
オ
l
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
事
業
団
)
に
預
け
た
と
こ
ろ
、

A
は
仲
間
の
棒
で
右
目
を
失
明
し
た
。
X

は
Y
に
対
し
、
監
督
や
保
険
の
費
用
を
負
担
す
る
と
記
し
て
い
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
理
由
に
損
害
賠
償
を
求
め
た
。
こ
の
訴
訟
に
、
Y
の
保
険
会

社
Z
が
参
加
し
た
。
一
審
・
控
訴
審
と
も
X
の
請
求
を
棄
却
。
一
審
の
浬
由
|
|
慈
善
団
体
に
は
一
三
八
四
条
四
項
は
適
用
さ
れ
な
い
。
小
さ
な

棒
は
危
険
で
な
い
か
ら
監
視
の
惚
怠
は
な
か
っ
た
。
控
訴
審
の
理
由
|
|
七

0
フ
ラ
ン
で
全
費
用
の
な
か
に
あ
ら
ゆ
る
リ
ス
ク
を
保
険
す
る
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
X
が
利
益
だ
け
を
受
け
る
と
き
、
社
会
的
博
愛
的
な
Y
と
し
て
は
自
ら
の
責
任
を
保
険
し
て
い
れ
ば
善
管
注
意
義
務
を
果
し

た
と
い
え
る
。
休
暇
コ
ロ
ニ
ー
の
協
力
者
に
学
校
教
師
と
閉
じ
監
督
を
要
求
で
き
な
い
。
児
童
の
発
達
の
た
め
の
コ
ロ
ニ
ー
の
活
動
の
危
険
性
を
、

親
達
は
引
受
け
て
い
た
。
相
棋
は
自
分
が
し
て
い
る
以
上
の
監
督
を
事
業
団
に
要
求
で
き
な
い
。

A
は
踊
り
の
輪
か
ら
一
人
離
れ
て
部
屋
に
帰
っ
た

と
き
に
友
達
と
衝
突
し
た
の
だ
か
ら
、
偶
発
事
故
(
円
宮
内
O
『Z
R
)
で
あ
り
監
視
し
て
い
て
も
予
見
・
防
止
で
き
ず
、
指
導
員
に
フ
ォ
!
ト
は
な
か
っ

た。

[
6
]
河

2
・
N
由
仏
m
n
-
E
5
・
∞
-
E
M
M
・
-
ω
ω
:
:
:
Y
は
博
愛
的
な
団
体
で
、
恵
ま
れ
な
い
児
童
の
た
め
に
、
地
方
の
教
育
機
関
に
代
価
を
払
っ
て
、

休
暇
コ
ロ
ニ
ー
を
組
織
し
て
い
た
。
X
は

A
ら
三
人
の
子
を
Y
に
預
け
(
交
通
費
・
食
事
は
Y
が
負
担
)
、
Y
は
教
育
機
関
B
に
預
け
て
い
た
と
こ

ろ、

A
は
水
浴
び
中
に
溺
れ
た
仲
間
を
助
け
よ
う
と
し
て
溺
死
し
た
。
X
が
Y
に
損
害
賠
償
を
請
求
。
Y
側
で
実
際
に
争
っ
て
い
る
の
は
Y
の
保

険
会
社
で
あ
る
。
一
審
・
控
訴
審
と
も
請
求
を
認
容
し
た
。
控
訴
審
の
理
由
'
l
|
X
B
聞
に
は
何
の
関
係
も
な
く
、
Y
が
児
童
の
預
託
先
を
選
択

し
て
い
た
か
ら
、
Y
は
単
な
る
仲
介
者
で
な
く
、
B
の
使
用
者
と
し
て
責
任
を
負
う
。

[
7
]
吋
ユ
σ・
色
町
戸
可
O
ロ
5
0
2
・
5
N
ω
-
C
R
-
司
包
・
5
N
ω
-
N
・
2
由
:
:
:
Y
神
父
は
博
愛
の
目
的
で
、
恵
ま
れ
な
い
子
ど
も
ら
の
た
め
に
休
暇
コ
ロ

ニ
ー
を
組
織
し
、
X
は
息
子
A
を
そ
の
コ
ロ
ニ
ー
に
何
も
払
わ
な
い
で
預
け
た
。
Y
は
他
か
ら
運
転
手
B
付
き
で
ト
ラ
ッ
ク
を
倍
り
、
子
ど
も
ら

を
運
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
つ
な
い
で
い
た
ト
レ
ー
ラ
ー
(
X
が
手
伝
っ
て
、
子
ど
も
ら
の
荷
物
を
積
み
こ
ん
で
い
た
)
が
溝
に
は
ま
っ
た
た
め
ト

ラ
ッ
ク
が
横
転
し

A
が
重
傷
を
負
っ
た
。
X
が
Y
に
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
が
、
棄
却
。
理
由
|
l
Y
は
他
の
自
動
車
に
乗
っ
て
い
て
ト
ラ
ッ
ク

を
監
督
し
て
い
な
か
っ
た
。
Y
は
必
要
な
予
防
措
置
を
す
べ
て
と
っ
て
い
た
。
B
は
Y
の
被
用
者
で
な
く
、
ま
た
B
の
フ
ォ
l
ト
も
認
め
ら
れ
な

論
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[
8
]
円、可
O
ロ
N
添
え
-ENN-
の白
N
・
司
色
-
E
N
ω
-
r
吋白
E
P
-
-耐巾凹句。ロ由田区-一円
mn-iz-
ロ。

m
s
i
b
-
-・
:
:
親
X
は
子
A
を
Y
(山
の
児
童
福
祉
事

業
団
。

2
2巾
号
回
開
ロ
内
回
口
同
印
帥

S
5
0ロ
g
mロ
伺
)
に
預
け
、

Y
は
A
を
農
家
B
に
預
け
た
。

A
は
木
か
ら
落
ち
て
腕
を
折
っ
た
。
控
訴
審
は
次

の
理
由
で

X
の
請
求
を
斥
け
た
。
親
は
慈
善
団
体
に
対
し
、
有
償
の
受
任
者
と
同
じ
こ
と
を
要
求
で
き
な
い
。
多
忙
な

B
農
家
で
屋
外
活
動
を
す

る
の
で
あ
る
か
ら
、

X
は
預
げ
る
時
に
一
定
の
危
険
を
予
測
で
き
た
。
ま
た

A
が
木
か
ら
落
ち
た
の
は
突
然
で

B
は
予
防
で
き
な
か
っ
た
か
ら
、

B
に
フ
ォ
l
ト
は
な
く
、
し
た
が
っ
て

B
の
使
用
者
で
あ
る

Y
は
責
任
を
負
わ
な
い
。

[
9
]
、
吋
三
ぴ
・
門
戸
〈
骨
〈
白
-
S
S
M
-
B白
3
5
N
ω
唱の

E
N
E一-ENω-N・
叶
:
:
:
二
つ
の
ス
ポ
ー
ツ
団
の
ラ
グ
ビ
ー
試
合
中
、
疾
走
す
る

A
少
年
に

B

少
年
が
頭
突
き
で
タ
ッ
ク
ル
し
た
た
め
、

A
が
衝
撃
で
死
亡
し
た
。

A
の
父

X
が、

B
の
父
vu
と
ス
ポ
ー
ツ
団
の
責
任
者
v
h
神
父
に
対
し
、
損
害

賠
償
を
求
め
た
。
裁
判
所
は
、

V
H
の
責
任
を
認
め
た
が
、
も
の
責
任
は
以
下
の
理
由
で
否
定
し
た
。
も
の
役
割
は
少
年
達
を
集
め
る
だ
け
で
あ
っ

た
。
た
と
え
も
が
監
視
義
務
を
負
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
監
視
義
務
は
競
技
中
に
は
及
ば
な
い
か
ら
、
二
二
八
四
条
の
責
任
は
生
ぜ
ず
、
ま

た
、
ス
ポ
ー
ツ
団
の
行
為
と
事
故
と
の
聞
に
因
果
関
係
が
な
い
か
ら
、
二
二
八
二
条
の
責
任
も
生
じ
な
い
。

[
日
]
旨
m
R
Nど
己
主
-
E
N
P
の
R
-
p
w
-
-
E
E
-
N
-
U
z
-
-
:
:
父
親
X
は
息
子
A
(
一
二
歳
)
を
夏
休
中
Y
(
山
の
児
童
福
祉
事
業
団
)
に
預
け
た
。

そ
の
際
母
親
が
、

Y
の
責
任
を
免
責
す
る
条
項
に
署
名
し
て
い
た
。

A
は
滞
在
し
て
い
た
砦
の
窓
か
ら
堀
に
落
ち
(
窓
は
床
か
ら
の
高
さ
八
四
セ

ン
チ
、
幅
五
六
セ
ン
チ
で
あ
っ
た
)
、
重
傷
を
負
っ
た
。
一
審
・
控
訴
審
と
も

X
か
ら
の
賠
償
請
求
を
認
容
し
た
。
控
訴
審
の
理
由
|
|
免
責
条

項
が
あ
っ
て
も

Y
は
児
童
を
監
視
し
、
通
常
の
事
故
か
ら
保
護
す
る
義
務
を
負
う
。
こ
の
窓
は
児
童
が
は
い
上
が
り
た
く
な
る
よ
う
な
危
険
が
あ

り
、
こ
の
年
齢
の
児
童
は
一
般
に
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
か
ら
こ
の
部
屋
に
入
る
の
を
禁
止
し
て
い
た
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、

Y
に
は

フ
ォ

i
ト
が
あ
る
。

[
日
]
列
。
区
内
ロ
日
ロ
。
4
・
5
E・
o・
5
N吋
-N-Eω
・
0
白N
・司包・

5
N日・戸

ω
5・、吋門戸
σ・
門
戸
〈
仏
巾
出
回
〈
吋
巾
・
印
同
〈
ユ
-H申
立
喝
の
同
N

・】
ν
白戸

HUN品
-
M
-
E∞
は

原
審
判
決
で
あ
る

O
i
-
-
-
Y神
父
(
教
区
青
少
年
ク
ラ
ブ
の
責
任
者
)
が
預
か
っ
て
い
た
少
女
達
は
、
婦
人
A
B
に
引
率
さ
れ
て
い
た
と
き
戦
争

ご
っ
こ
を
始
め
た
。

A
B
は
や
め
て
校
を
捨
て
る
よ
う
二
度
言
っ
た
が
、
捨
て
た
こ
と
を
確
か
め
な
い
で
い
た
と
こ
ろ
、
少
女
C
が
振
り
向
い
た

と
き
、
持
っ
て
い
た
校
で

X
の
左
目
を
失
明
さ
せ
た
。

X
の
父
は

Y
に
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
。
一
審
は
請
求
を
斥
け
た
が
、
控
訴
審
は
認
め
た
。

一
審
の
理
由
|
l
l
ま
ず
、
二
二
八
四
条
四
項
は
制
限
的
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
り
、
職
業
と
し
て
教
育
の
責
任
を
負
う
者
の
み
が
同
項
の
「
教
師
」

で
あ
る
。

Y
は
余
暇
を
野
外
で
過
ご
さ
せ
る
た
め
に
無
償
で
預
か
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
「
教
師
」
で
な
い
。
次
に
、
事
故
当
時
喧
喋
で
は
な
く
、

北法38(5-6・II・131)1481 



説

事
故
は
突
然
で
予
見
で
き
ず
、
ま
た
、
二
度
注
意
し
て
い
た
か
ら
、

Y
の
被
用
者
A
B
に
フ
ォ

l
ト
は
な
い
。
控
訴
審
の
理
由
|
l
ま
ず
、
休
暇

コ
ロ
ニ
ー
の
事
業
団
体
、
教
区
青
少
年
ク
ラ
ブ
、
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
が
、
児
童
の
保
護
と
教
育
を
目
的
と
す
る
と
き
は
、
無
償
・
善
意
で
あ
っ
て

も
二
二
八
四
条
四
項
が
適
用
さ
れ
る
。

Y
は
交
通
事
故
か
ら
児
童
を
守
り
、
学
校
教
育
の
補
習
を
さ
せ
る
た
め
に
預
か
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
「
教

師
」
で
あ
り
、
フ
ォ

1
ト
が
推
定
さ
れ
る
。
次
に
、
校
を
捨
て
た
こ
と
を

A
B
が
確
認
し
な
か
っ
た
た
め
に
事
故
が
生
じ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
フ
オ
ー

ト
は
覆
さ
れ
な
い
。

[ロ
]
z
s
a
E
獄

2
・
5
N印喝の白
N

・
司
巳
・
呂
田

N・
∞
:
:
:
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

Y
の
仲
間
が
ト
ラ
ッ
ク
に
乗
っ
て
運
動
会
へ
行
く
途
中
で
、
運
転
を

誤
っ
た
た
め
ト
ラ
ッ
ク
が
岩
に
ぶ
つ
か
り
、
乗
っ
て
い
た

A
が
死
亡
し
た
。

A
の
父
X
が
Y
に
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
と
こ
ろ
、
一
審
・
控
訴
審

と
も
請
求
を
斥
け
た
。
控
訴
審
の
理
由
|
|
会
場
へ
の
運
送
は
各
会
員
の
責
任
で
あ
り
、
当
該
ト
ラ
ッ
ク
も
、
そ
の
被
用
者
で
は
な
い
一
会
員
が

借
り
た
も
の
で
あ
る
。

Y
の
会
員
に
対
す
る
支
配
、
監
督
は
一
三
八
四
条
の
「
教
師
L

の
場
合
と
は
異
な
る
。
一
三
八
四
条
は
制
限
的
に
解
す
べ

き
で
あ
り
、

Y
は
慈
善
団
体
で
、
家
庭
は

Y
か
ら
利
益
を
受
け
る
だ
け
だ
か
ら
一
定
の
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
る
べ
き
で
あ
る
。

[

日

]

円

UEロ
Nど
gdN-HUM品唱の白
N
F凶】・
5
N∞
-H-hH印
uu・
5
N吋
-
M
-
H
N
ω
:
:
:
Y神
父
が
監
督
す
る
教
区
青
少
年
ク
ラ
ブ
で
、

Y
の
不
在
中
に
、

B
が
石
を
投
げ
た
と
こ
ろ

A
に
当
り
失
明
し
た
。

A
の
父

X
が
Y
に
対
し
損
害
賠
償
を
請
求
。
一
審
は
請
求
を
斥
け
た
が
控
訴
審
は
認
め
た
。
控

訴
審
の
理
由
|
|
一
三
八
四
条
四
項
は
制
限
的
に
解
釈
す
べ
き
だ
が
、

Y
は
無
償
な
が
ら
も
監
督
を
引
受
け
て
い
る
か
ら
「
教
師
」
で
あ
る
。
そ

し
て

Y
は
事
故
を
予
見
で
き
た
し
、
居
れ
ば
事
故
を
防
げ
た
か
ら
一
三
八
四
条
五
項
の
場
合
で
な
く
、
同
条
四
項
に
よ
り
責
任
を
負
う
。

[M].

∞g
白ロ
m
oロ
ロ
ヨ
包

E
N
F
。白
N

・司包・

5
N吋
-N・
勾
0・
吋
ユ
σ・
0
〈
・
己
巾
切
巾
印
釦
ロ
m
o
p
品
ヨ
白
3
5
N由・の白
N

・
司
白
戸
斗
同
σ
Z
Z
N印
lω0・H
)

・品
N0・

ロ。
ω
吋

2
ーさ
N

は
原
審
:
・
:
・
未
亡
人

X
は
息
子

A
(
八
歳
)
を
、
休
暇
の
問
、

Y
(戦
争
弧
児
事
業
団
)
を
通
し
て
、
農
家
B
に
預
け
て
い
た
。

A
は
納
屋
に
入
り
、

B
夫
人
の
傍
を
す
り
抜
け
て
脱
穀
機
に
麦
束
を
入
れ
よ
う
と
し
、
手
を
は
さ
ま
れ
て
左
前
腕
よ
り
切
断
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

X
は
Y
に
対
し
、
ご
二
八
四
条
三
項
の
使
用
者
責
任
を
追
及
し
た
。
一
審
は

Y
を
B
の
使
用
者
と
認
め
た
が
、
次
の
理
由
か
ら

B
の
フ
ォ

l
ト
を
、

し
た
が
っ
て

Y
の
責
任
を
否
定
し
た
。
慈
善
団
体
に
対
し
て
は
、
学
校
教
師
の
よ
う
な
常
時
の
監
視
を
要
求
で
き
な
い
。
フ
ォ
!
ト
は

B
で
な
く
、

A
に
帰
す
べ
き
で
あ
る
。
時
期
の
大
切
な
農
家
に
脱
穀
作
業
を
翌
日

(
A
の
出
発
後
)
に
延
期
す
る
こ
と
を
要
求
で
き
な
い
。

B
ら
は
納
屋
に
入

ら
ぬ
よ
う
A
や
自
分
の
子
に
言
い
、
彼
ら
を

B
夫
人
の
母
に
預
け
て
い
た
。
脱
穀
機
は
、
蒸
気
力
で
な
く
蓄
カ
に
よ
る
か
ら
危
険
が
小
さ
い
。

A

は
む
ず
か
し
い
性
格
で
い
う
こ
と
を
聞
か
な
か
っ
た
。
以
上
に
対
し
控
訴
審
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て

B
夫
妻
の
フ
ォ

l
ト
を
、
し
た
が
っ
て

Y

の
責
任
を
認
め
た
。

B
夫
人
ら
は
納
屋
に
近
づ
く
な
と
注
意
す
る
だ
け
で
な
く
、
禁
止
を
守
る
か
を
見
張
り
、

A
に
気
づ
い
た
と
き
直
ち
に
追
い

論
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出
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

[日

]
U
0
5
ζ
三
三
戸

E
8・。
R'HM包・

5
8・
N
S
F
-
:
:
・
Y
神
父
は
、
休
暇
コ
ロ
ニ
ー
の
責
任
者
と
し
て
児
童
を
水
浴
び
に
連
れ
(
引
率
者
は

他
に
三
名
)
、
入
水
を
指
示
し
、
次
の
指
示
ま
で
水
浴
び
を
待
つ
よ
う
に
言
っ
て
水
深
を
調
べ
て
い
る
と
き
に
異
常
増
水

(
P
5
8
5
0三
常

上

潮
・
引
潮
の
波
動
運
動
に
よ
る
増
水
で
、
海
岸
の
水
溜
り
で
は
急
激
で
あ
り
、
二
、
三
分
で
排
水
す
る
が
、
泳
げ
な
い
者
に
は
危
険
で
あ
る
。
)
が

生
じ
、

A
こ
一
歳
の
男
児
)
が
溺
死
し
た
。

Y
に
対
す
る
刑
事
訴
追
に
附
帯
し
て

A
の
父
X
が
一

O
万
フ
ラ
ン
の
賠
償
を
求
め
た
。
一
審
は
刑

事
責
任
に
つ
い
て
次
の
理
由
か
ら
五

0
フ
ラ
ン
の
罰
金
(
執
行
猶
予
付
)
を
認
め
た
。
同
様
の
事
故
は
一
九
二
五
年
以
来
四
度
起
っ
て
い
る
か
ら

こ
の
現
象
を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
一
口
え
な
い
。
浜
に
引
潮
時
の
水
浴
び
を
禁
止
す
る
張
紙
が
あ
っ
た
の
に

Y
は
地
元
の
人
の
監
視
な
し
に
引
潮
時
に

入
水
さ
せ
た
。
し
か
し
無
私
無
欲
で
コ
ロ
ニ
ー
を
指
導
し
て
い
た
点
に
情
状
酌
量
の
事
情
が
あ
る
。
民
事
責
任
に
つ
い
て
は
、
日
頃
不
従
順
な
A

が
指
示
を
待
た
ず
海
の
中
へ
進
ん
で
い
た
こ
と
も
事
故
の
一
因
で
あ
る
が
、

Y
は
こ
れ
を
制
止
す
る
監
督
者
を
置
か
な
か
っ
た
か
ら
責
任
が
あ

る
、
と
し
、
葬
儀
費
等
と
し
て
は
二
千
フ
ラ
ン
を
、
精
神
的
損
害
と
し
て
は
、

A
が
慈
善
活
動
を
無
償
で
享
受
し
て
い
た
こ
と
を
考
慮
し
、
原
理

上
の
損
害
賠
償

2
0
5
5晶一
2
・E
広
『
公
的
号
胃
吉
n
e
m
)
と
し
て
一
フ
ラ
ン
を
認
容
し
た
。
控
訴
審
は
民
事
責
任
に
つ
き
、
ま
と
め
て
六
千
フ
ラ

ン
の
賠
償
を
命
じ
た
。
そ
の
理
由

1
1
A
が
前
か
ら
不
従
順
だ
っ
た
な
ら
ば

Y
が
よ
り
注
意
す
べ
き
だ
か
ら
こ
れ
を
理
由
と
す
る
責
任
分
割

G
R
S官
骨
話
唱
。
ロ
回
白
ず
E
S
)
は
認
め
ら
れ
な
い
。

X
の
物
質
的
損
害
は
正
確
に
算
定
で
き
ず
、
精
神
的
損
害
は
一
フ
ラ
ン
よ
り
も
大
き
い
。

[
日
]
司
向
山
由
民
ロ
。
4
・
5
ω
N
-
C
E・
司
包

-
z
a
-
H・
お
印
・
吋
ユ
σ・
己
主
同

ω巾
山
口
巾
白
色
m
n
・
5
8
ω
・
5ωH・
M-H訟
は
原
審
:
:
・
フ
ラ
ン
ス
・
ボ

l

イ
ス
カ
ウ
ト
巴
自
己
包
括
ロ
『
凹
ロ
ロ
芯
巳
巳
2
号
明
日
ロ
nm)
の
あ
る
隊

(VH)
の
一
つ
班
(
一
四
・
五
歳
の
四
名
)
は
行
軍
を
し
て
キ
ャ
ン
プ
に

到
着
し
た
。
隊
の
指
導
者
V
り
(
二
二
歳
)
が
、
体
を
洗
う
こ
と
を
許
可
し
た
と
こ
ろ
、
三
人
は
泳
ぎ
は
じ
め
、
ま
も
な
く
A
が
沈
ん
だ
。
呼
ば
れ

て
来
た

VHが
何
も
し
な
い
う
ち
に

A
は
溺
死
し
た
。

A
の
母
X
は

v
h
L
Lに
対
し
一

O
万
フ
ラ
ン
の
賠
償
を
求
め
た
。
一
審
は
、
団
体
の
性
格
・

目
的
が
特
殊
な
こ
と
、

A
ら
に
訓
練
の
経
験
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、

A
ら
は
未
だ
無
思
慮
で
血
気
盛
ん
だ
か
ら
も
は
指
示
が
守
ら
れ
て

い
る
か
を
監
視
す
べ
き
だ
っ
た
、

L
L
V
Hは
関
連
す
る
一
つ
の
法
人
格
で
あ
る
、
と
し
て

VHVHVHの
責
任
を
認
め
た
。
但
し
、
損
害
額
を
裁
量
す

る
諸
要
素
が
あ
る
と
し
て
二
五

0
0
フ
ラ
ン
の
み
認
容
。
控
訴
審
は
、

A
は
判
断
能
力
が
あ
る
の
に
も
の
指
示
に
背
い
た
か
ら
フ
ォ
!
ト
は
分
担

さ
れ

2
2
8
匂
即
ユ
回
開
門

m
g
、
二
五

0
0フ
ラ
ン
は
適
切
で
あ
る
と
し
て
原
審
を
維
持
し
た
。

[
口
]
、
H
i
v
円
守
・
回
。
ロ
『
肉

ω
B釦
3
5
8・の白
N

・司白【・

5
8
H・
コ
申

:
:
:
Y
神
父
が
指
導
す
る
青
少
年
ク
ラ
ブ
の
児
童
は
、

Y
が
余
儀
な
く
出
か
け

た
後
に
、
禁
じ
ら
れ
て
い
た
教
会
堂
に
入
っ
て
戦
争
ご
っ
こ
を
始
め
、

A
が
B
の
木
片
で
失
明
し
た
(
い
ず
れ
も
一
三
|
五
歳
)
。

A
の
父

X
が
Y

北法38(5-6・11・133)1483



説

に
損
害
賠
償
を
求
め
た
。
裁
判
所
の
判
断
|
|
一
三
八
四
条
の
「
教
師
L

は
教
育
と
監
視
を
す
る
者
で
あ
り
、
交
通
事
故
か
ら
の
保
護
と
補
習
を

目
的
と
す
る
青
少
年
ク
ラ
ブ
の
責
任
者
は
「
教
師
」
で
な
い
。
一
三
八
二
条
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
の
年
齢
の
児
童
を
監
視
な
し
に
残
す
の
は

フ
ォ

l
ト
で
あ
る
が
、
危
険
な
遊
び
を
し
た
子
ど
も
の
フ
ォ

l
ト
も
考
慮
す
る
と
、

Y
の
責
任
は
三
分
の
一
で
あ
る
。

[
四
]
己
〈
広
島
m
n
5
8・の白
N
-

匂
色

-Eω
吋
-

H

・
回
目
:
:
:
父
X
は
、
息
子
A
(
八
歳
)
を
、
夏
休
み
に
、

B
(
子
ど
も
の
コ
ロ
ニ
ー
。
ロ
。
芯
に
よ
る

と
、
慈
善
団
体
の
よ
う
で
あ
る
。
)
に
、
料
金
を
払
っ
て
預
け
た
。
子
ど
も
ら
が
二
階
の
寝
室
で
着
替
え
中
に
、

A
は
階
段
の
手
摺
り
に
ま
た
が
っ

て
滑
り
降
り
、
平
衡
を
失
な
っ
て
頭
査
骨
を
折
っ
た
。

X
が
B
の
会
長
Y
に
対
し
、
二
ニ
八
二
、
三
条
の
フ
ォ

l
ト
に
基
づ
き
、
損
害
賠
償
を
求

め
た
。
判
決
|
|
|
料
金
を
取
っ
て
預
か
っ
た
児
童
達
が
、
そ
の
年
齢
上
無
謀
な
こ
と
を
す
る
の
を
防
止
し
、
言
い
付
け
を
実
行
さ
せ
る
措
置
が
十

分
で
な
か
っ
た
。
事
故
の
時
も
、
寝
室
に
い
た
六

O
人
の
児
童
に
対
し
監
督
者
が
一
人
で
、
寝
室
の
出
口
か
ら
階
段
の
と
こ
ろ
に
は
誰
も
い
な
か
っ

た
。
た
だ
、

A
が
、
言
い
付
け
を
聞
か
ず
に
事
故
を
起
し
た
の
だ
か
ら
、
責
任
分
割
を
す
る
。

[
印
]
可
賀
町

NY---・
5
怠
・
』

(U-HYE怠
ロ

S
E・
石
川
良
雄
・
判
タ
五
九
八
号
一

O
頁
:
:
:
休
暇
コ
ロ
ニ
ー
巴
の
主
催
す
る
山
歩
き
を
、

A
B

の
両
神
父
が
指
導
し
て
い
た
。

A
は
、
強
健
な
参
加
者
と
徒
歩
旅
行
を
続
け
る
こ
と
に
し
、

C
少
年
こ
七
歳
)
に
、
年
少
の
子
供
達
を
列
車
で

キ
ャ
ン
プ
へ
連
れ
て
帰
る
よ
う
に
頼
ん
だ
。
そ
の
列
車
が
あ
る
駅
に
停
車
し
た
時
、

C
は
子
供
達
の
渇
き
を
癒
や
す
た
め
に
、
果
物
を
買
い
に
行

き
、
動
き
出
し
た
列
車
に
飛
び
乗
ろ
う
と
し
て
大
怪
我
を
し
た
。

C
の
父

X
が
C
の
法
定
財
産
管
理
人
と
し
て
、
損
害
賠
償
を
求
め
た
。
一
審
は
、

C
の
フ
ォ

l
ト
を
理
由
に
、
巴
の
責
任
を
二
分
の
一
と
し
(
責
任
の
分
割
)
、

v
h
と
も
の
二
つ
の
保
険
会
社

VHVHと
の
共
同
責
任
を
認
め
た
。
控
訴

院
は
、
次
の
理
由
で
、

VHら
に
責
任
全
部
を
負
わ
せ
た
。

C
の
行
動
は
子
供
達
の
た
め
で
あ
り
、

C
の
無
謀
さ
は
、

A
の
信
頼
に
応
え
、
ま
た
、

子
供
達
か
ら
離
れ
な
い
よ
う
に
と
い
う
気
遣
い
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

C
の
フ
ォ

l
ト
は
、

A
が
子
供
達
を
、

B
に
委
任
し
な
い
で

C
に
預
け
た
と
い
う
無
思
慮
さ
に
起
因
す
る
か
ら
、
巴
は
全
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
。

[
却

]
c
aロ
NH』
Z
E・
5
S
W
0・
E
怠・

8
Y
O
R
-
H》包
-
E
g
-
-
N
O
石
川
良
雄
・
判
タ
五
九
八
号
四
頁

:
:
:
Y
の
保
育
所
で
、
修
道
女
一
人
が
監

視
し
て
、
二
十
三
人
の
子
ど
も
達
(
三
歳
|
五
歳
)
が
遊
ん
で
い
た
と
き
、
一
人
の
子
が
振
り
向
い
た
拍
子
に
、
持
っ
て
い
た
お
も
ち
ゃ
で

A
(
四

歳
の
女
子
)
の
目
を
突
き
、
失
明
さ
せ
た
。

A
の
父
X
が、

Y
に
対
し
損
害
賠
償
を
請
求
。
一
審
は
、

Y
の
監
視
の
不
十
分
さ
と
不
注
意
を
理
由

に
、
請
求
を
認
容
し
た
が
、
控
訴
審
は
、
次
の
理
由
で
、
請
求
を
斥
け
た
。

Y
の
責
任
は
、
苦
し
い
条
件
で
の
非
営
利
的
な
社
会
福
祉
で
あ
る
こ

と
を
考
慮
し
て
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
団
体
か
ら
利
益
を
得
て
い
る
両
親
は
同
様
の
状
況
で
自
分
達
が
し
て
い
る
以
上
の
監
護

を
要
求
す
べ
き
で
な
い
。
行
政
規
則
も
、

Y
が
数
名
の
修
道
女
を
置
く
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
な
い
。

X
が
望
む
よ
う
に
二
人
の
修
道
女
が
い
た

論

北法38(5-6・II・134)1484



フランス法における、児童を預かった者の安全確保義務

と
し
て
も
、
子
ど
も
が
騒
い
で
お
ら
ず
事
故
は
突
然
で
防
止
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
お
も
ち
ゃ
も
危
険
で
な
か
っ
た
。

[
幻
]
同
イ

5
・
nz-r、吋。ロ-。
Z
8・
虫
色

mn・
呂
町
ω
λ
U
R
-
E
i
-
-
5
2・H
・
5印
:
:
:
A
(
一
四
歳
の
女
子
)
は
慈
善
団
体
Y
(
B
神
父
が
責
任
者
)
が

主
催
し
た
無
料
の
一
カ
月
間
コ
ロ
ニ
ー
に
参
加
し
て
い
て
、
リ
ュ

l
ジ
ュ
で
足
を
骨
折
し
た
。

A
の
母
X
は
Y
に
対
し
損
害
賠
償
を
請
求
。
裁
判

所
は
次
の
理
由
で
こ
の
請
求
を
斥
け
た
。
B
は
部
屋
の
窓
か
ら
リ
ュ

l
ジ
ュ
を
監
視
し
て
い
た
。
リ
ュ

l
ジ
ュ
は
通
常
危
険
で
な
く
、
子
ど
も
ら

は
混
乱
な
く
遊
ん
で
い
た
。
こ
の
よ
う
な
遊
び
を
禁
ず
る
と
コ
ロ
ニ
ー
で
何
も
で
き
な
く
な
る
。

A
の
転
覆
は
、
草
の
少
な
い
小
道
を
う
ま
く
横

切
ら
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
事
故
後
の
B
の
処
置
も
適
切
で
あ
っ
た
。

[n]
、吋ユ
σ
-
n
-
4
y
p
F
5
5田
B
E
E
-
』
わ
司
・
呂
町
品
目
〈
ロ
N
i
-
-
-
Y
(
公
立
学
校
孤
児
福
祉
事
業
団
)
主
催
の
休
暇
コ
ロ
ニ
ー
で
事
故
が
生
じ

た
。
詳
し
い
事
実
関
係
は
不
明
。
判
決
の
要
旨
|
|
児
童
を
休
暇
コ
ロ
ニ
ー
に
預
け
る
と
き
に
は
、
無
償
で
あ
っ
て
も
、
主
催
者
(
。
品
自
由
由
巳

2
『)

と
児
童
の
法
定
代
理
人
の
聞
に
特
種
の
契
約

(ng可
巳
合

E
m
g巾『
U
V
)

が
成
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
催
者
は
安
全
確
保
義
務
を
負
う
が
、

そ
れ
は
、

oz-m同
巴
。
ロ
門
庁
内
田
山
口

mgn巾
(
1手
段
債
務
)
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
通
常
予
見
で
き
る
危
険
か
ら
児
童
を
保
護
す
る
十
分
な
監
視

を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
怠
っ
た
場
合
の
契
約
責
任
は
、
休
暇
コ
ロ
ニ
ー
の
責
任
者
丘
町
巾

2
2吋
)
や
指
導
員

(
B
O
E丹
市
ロ
円
)
が
各
人

の
フ
ォ

l
ト
に
基
づ
い
て
負
う
不
法
行
為
責
任
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。

[
お
]
の
ぞ
ω

∞ぼ〈・

5印
吋
w

∞ロ

---n-〈
-
E日
ロ
ロ
。
よ
∞
H
:
:
:
青
少
年
ク
ラ
ブ
の
中
庭
で
遊
ん
で
い
た
時
に
、

A
少
年
が
ぱ
ち
ん
こ
で
飛
ば
し
た
石
が

は
ね
返
っ
て
B
少
年
(
一
一
歳
)
の
自
に
当
っ
た
。
B
の
父
X
が
v
h
(
A
の
父
)
、

L
(青
少
年
ク
ラ
ブ
の
責
任
者
)
、

V
H
(
巳
の
保
険
会
社
)
に

対
し
損
害
賠
償
を
求
め
た
。
原
審
は
、

V
H
V
H
に
対
す
る
請
求
を
否
定
し
た
。
そ
の
理
由
ー
ー
も
の
短
期
間
の
不
在
中
の
事
故
で
あ
り
、
ま
た
、

v
H

は
し
ば
し
ば
、
ぱ
ち
ん
こ
を
禁
止
じ
、
子
ど
も
達
は
禁
止
を
よ
く
知
っ
て
い
た
か
ら
、

V
H
に
フ
ォ

l
ト
は
な
い
。
破
殻
院
は
、

V
H
は
、
危
険
な
お

も
ち
ゃ
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
い
ま
ま
無
監
視
で
残
し
、
ま
た
、
当
日
は
危
険
な
お
も
ち
ゃ
を
禁
止
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
フ
オ
ー

ト
が
あ
る
、
と
し
て
破
段
差
戻
し
た
。

[
M
]
Q
4回
目
白
色
昌
司
-
∞
ロ
ロ
・
門
戸
〈

-
E日
目
ロ
。

ωEO--:・
:
父
X
は
、
娘
A
を
、
Y
(
休
暇
コ
ロ
ニ
ー
事
業
団
)
に
預
け
、
Y
は

A
を
B
婦
人
の

も
と
に
置
い
て
い
た
と
こ
ろ
、

A
は
、
草
む
ら
の
あ
る
滑
り
や
す
い
中
庭
で
転
倒
し
、
隠
れ
て
い
た
ガ
ラ
ス
片
で
手
を
負
傷
し
た
。
X
は
Y
に
損

害
賠
償
を
求
め
た
が
、
一
審
、
控
訴
審
、
破
毅
院
と
も
こ
れ
を
斥
け
た
。
控
訴
審
と
破
鍍
院
の
理
由
|
|
Y
の
義
務
は
手
段
債
務
で
あ
り
、
そ
の

内
容
は
、
X
Y
聞
の
契
約
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
通
常
の
心
遣
い
と
注
意
を
す
る
親
が
す
る
よ
う
に
監
視
し
、
保
護
し
、
面
倒
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。

X
は
、
Y
ま
た
は
そ
の
被
用
者
B
の
フ
ォ

l
ト
を
証
明
し
て
い
な
い
。
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説

[お
]

c

t

N

H

宮
山
口
昌
司
切
ロ
ロ
・
巳
〈
・
ロ
ロ
。
怠
∞
・
:
:
:
海
辺
に
滞
在
し
て
い
た
青
少
年
ク
ラ
ブ
で
、
司
祭
A
の
監
視
の
下
で
誘
拐
ご
っ
こ
を
し
て
い

た
と
き
、
救
出
側
の
児
童
一
達
(
一

O
歳
|
一
一
一
歳
)
の
一
人
が
投
げ
た
石
で
誘
拐
犯
を
し
て
い
た

X
が
目
を
負
傷
し
た
。

X
は
、
青
少
年
ク
ラ
ブ

の
責
任
者
で
あ
る
司
祭
巴
と
、

V
判
の
保
険
者
V
H
に
対
し
、
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
。
原
審
・
破
鍛
院
と
も
、
時
刻
が
夜
で
、
児
童
の
年
齢
が
低
く
、

児
童
の
興
奮
、
監
視
が
ゆ
き
届
か
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
被
用
者
A
は
大
き
な
危
険
を
予
測
で
き
た
、
と
し
て
、

L
Lの
責
任
を
認
め
た
。

[
却

]
C
8・H
H
}
白ロ〈・

5
8
W
0・冨
S
E
B
B・
S
・
-
:
:
詳
し
い
事
実
関
係
は
不
明
。
判
旨

i
l非
営
利
的
な
社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
団
体
(
こ

の
事
件
で
は
「
健
全
な
休
暇
連
盟
」
)
に
子
を
預
け
る
続
は
、
子
が
仲
間
と
い
る
と
き
に
自
分
が
し
て
い
る
よ
り
も
、
厳
格
な
監
視
を
要
求
で
き
な

い
。
屋
外
で
の
夜
の
集
い
の
た
め
に
毛
布
を
配
っ
た
こ
と
で
子
ど
も
ら
が
思
わ
ぬ
反
応
を
し
た
と
き
、
こ
の
団
体
や
そ
の
指
導
員
達
が
そ
れ
を
予

測
し
抑
え
な
か
っ
た
こ
と
を
非
難
で
き
な
い
。

[幻

]
n
Z
N
E
0
2・
5
8・∞ロロ・

2
8・
E
8・
ロ
ロ
。
日
ω
:
:
:
A
(
一
三
歳
の
男
児
)
は

Y
(
フ
ラ
ン
ス
ス
カ
ウ
ト
運
動
)
が
組
織
し
た
休
暇
コ
ロ

ニ
l
に
参
加
中
、
水
浴
び
で
溺
死
し
た
の
で
、
A
の
父
X
は
Y
を
訴
え
た
。
請
求
を
棄
却
し
た
控
訴
審
判
決
は
破
棄
さ
れ
、
差
戻
審
・
再
上
告
審

は
、
次
の
理
由
で
請
求
を
認
め
た
。
死
因
は
窒
息
死
で
、
直
ち
に
救
助
す
れ
ば
助
か
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
水
浴
び
中
、
キ
ャ
ン
プ
の

隊
長
は
不
在
で
、
二
四
歳
の
副
隊
長
と
六
人
の
ス
カ
ウ
ト
会
員
が
監
視
し
て
い
た
だ
け
で
あ
り
、
泳
い
で
い
た
仲
間
も
A
が
沈
ん
で
一
分
後
に
初

め
て
救
助
を
求
め
、
七
・
八
分
後
に
体
を
引
き
上
げ
た
の
は
第
三
者
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
事
故
は
、

Y
の
保
安
措
置
の
不
十
分
さ
に
帰
す

る
も
の
で
あ
る
。

[

却

]

同

M
R
F
E
ロ。〈・

5
g・
u・
5
2
8
g
s・
g
・
-
:
:
フ
ラ
ン
ス
・
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
連
盟

(
V
H
)

の
メ
ン
バ
ー
A
が
、
分
遣
隊
(
己

mgny巾
g
g同

2
4白
gロ
円
巾
由
)
に
参
加
中
に
転
落
、
死
亡
し
た
。
A
の
両
親

v
h
L
の
巴
に
対
す
る
請
求
を
斥
け
た
。
詳
し
い
事
実
関
係
は
不
明
。
な
お
V
H
の
保
険

会
社
V
H
が
控
訴
に
参
加
し
て
い
る
。
判
旨
|
|
A
が
V
H
に
属
し
、

vhvhが
A
を
巴
に
預
け
た
以
上
、

V
H
の
責
任
は
契
約
責
任
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
二
ニ
八
二
条
以
下
に
基
づ
く

v
h
Lの
訴
え
は
受
理
で
き
な
い
。

[
却
]

c

t

N

品。

2
・
5
2・∞ロロ・

2
8・
5
2
ロ
邑
田

:
:
:
v
h
(
フ
ラ
ン
ス
ス
カ
ウ
ト
協
会
)
の
あ
る
分
隊
が
、
隊
長
A
・
助
手
V
H
と
共
に
ス
カ

l

フ
取
り
の
遊
び
を
し
て
い
た
と
き
、
丸
が

0
・
七
メ
ー
ト
ル
の
土
手
か
ら
飛
び
降
り
た
勢
い
で

B
(
一
二
歳
半
の
男
子
)
に
当
り
、
負
傷
さ
せ
た
。

B
の
父
X
が
巴
V
H
に
損
害
賠
償
を
求
め
、
こ
れ
に
V
H
の
保
険
者
も
が
参
加
し
た
。
原
審
・
破
鍛
院
は
次
の
理
由
で
請
求
を
棄
却
。
こ
の
遊
び
は
普

通
に
行
わ
れ
て
お
り
、
危
険
で
な
い
。

L
が
ル

1
ル
違
反
や
不
注
意
な
行
為
に
よ
っ
て
危
険
を
増
加
さ
せ
た
証
拠
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
巳
に
は

フ
ォ
!
ト
が
な
い
か
ら
、

V
H
も
責
任
を
負
わ
な
い
。

論
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[
ぬ
]
色
〈
M
E
B白
B
E
E
-
∞ロロ・

2
8・
E
E
H
ロ
o
E
N
-
-
:
:
A
(男
子
)
は
、

1
.
(
フ
ラ
ン
ス
ス
カ
ウ
ト
連
合
)
の
休
暇
キ
ャ
ン
プ
中
、
隊
で

遠
出
し
た
と
き
、
仲
間
が
投
げ
た
松
カ
サ
で
目
を
負
傷
し
た
。

A
の
母
X
が
巴
と
も

(
A
の
隊
の
隊
長
)
を
訴
え
た
と
こ
ろ
、
控
訴
院
・
破
殿
院

は
X
の
訴
を
認
め
た
。
そ
の
理
由

1
1
1
1
.
は
A
に
つ
い
て
、
契
約
上
の
手
段
債
務
を
負
う
。

L
が
、
松
カ
サ
が
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
そ
れ
を

投
げ
る
の
を
出
発
前
に
禁
止
し
な
か
っ
た
こ
と
、
児
童
が
危
険
な
遊
び
に
惹
か
れ
る
と
き
に
、
そ
の
監
視
を
、
経
験
の
浅
い
二
人
の
少
女
に
任
せ

た
こ
と
は
、
フ
ォ

l
ト
で
あ
る
。

[幻

]
c
t
陸
自
由

a
zロ
・
0
・
冨
戸
田
O
B
S
-
N
H
Y
』打開》・

5
ロ
弓
℃
-
H
N
ω
:
:
:
何
人
か
の
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
が
、
集
会
日
で
な
い
土
曜
日
に
、

持
っ
て
い
た
鍵
で
集
会
所
に
入
り
、
そ
の
一
人
A
(
一
五
歳
)
が
、
硫
黄
な
ど
を
混
ぜ
て
鉄
の
筒
に
入
れ
火
を
付
け
た
と
こ
ろ
、
爆
発
し
A
が
負

傷
し
た
。

A
の
母
v
h
が、

v
h
(
フ
ラ
ン
ス
ス
カ
ウ
ト
連
盟
)
を
訴
え
た
。

V
H
の
保
険
会
社
V
H
Q
同ロ

g宮
)
も
訴
訟
に
参
加
し
て
い
る
。
控
訴
審
・

破
鍛
院
と
も

L
ら
の
請
求
を
全
部
認
容
。
破
致
院
の
理
由

l
l
a
そ
の
集
会
所
の
指
導
者
達
が
、
ス
カ
ウ
ト
ら
の
危
険
な
行
為
を
大
目
に
見
て
、
監

視
員
を
置
か
ず
に
い
た
こ
と
は
、
フ
ォ
!
ト
で
あ
り
、
巴
の
責
任
を
発
生
さ
せ
る
。

四

慈
善
活
動
・
青
少
年
活
動
に
お
い
て
預
か
っ
た
場
合
の
裁
判
例
と
学
説
の
検
討

検
討
す
る
四
つ
の
問
題

こ
れ
ら
の
裁
判
例
が
議
論
し
て
い
る
問
題
の
う
ち
、
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
を
四
つ
取
り
上
げ
る
。
第
一
は
、
児
童
を
預
か
っ
た
者
の
民

事
責
任
の
要
件
と
し
て
そ
の
フ
ォ

l
ト
が
必
要
か
、
必
要
だ
と
し
て
そ
の
立
証
責
任
を
誰
が
負
う
の
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
り
、
第
二
は
、

フ
ォ

l
ト
が
必
要
な
場
合
に
、
そ
の
フ
ォ

1
ト
の
内
容
・
程
度
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
第
三
は
、
責
任
を
負
う
場

合
の
賠
償
額
の
問
題
で
あ
り
、
最
後
は
、
こ
の
責
任
が
不
法
行
為
責
任
か
契
約
責
任
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
以
下
、
順
に
検
討
し
よ
う
。

フ
ォ

l
ト
の
立
証
責
任

児
童
を
預
か
っ
た
者
の
不
法
行
為
責
任
を
追
求
す
る
場
合
の
原
則
的
な
条
文
は
一
三
八
二
、
三
条
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
被
告
の

フ
ォ

1
ト
が
必
要
で
あ
り
、

そ
れ
を
原
告
(
被
害
者
)
が
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
不
法
行
為
の
規
定
の
な
か
で
も
一
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説

三
八
四
条
一
項
以
下
の
条
文
に
依
拠
す
る
と
き
に
は
、
原
告
は
被
告
の
フ
ォ

l
ト
を
立
証
し
な
く
て
も
よ
い

ま
た
、
契
約
上
の
結
果
債
務
の
不
履
行
を
理
由
に
責
任
を
追
求
す
る
と
き
に
も
、
原
告
は
被
告
(
債
務
者
)
の
フ
ォ

l
ト
を
立
証
し
な
く
て

よ
い
。
フ
ォ

l
ト
を
推
定
す
る
こ
れ
ら
の
条
文
の
う
ち
、
児
童
を
慈
善
行
為
で
預
か
っ
た
場
合
に
ま
ず
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
教
師
の
責
任

に
関
す
る
一
三
八
四
条
四
項
で
あ
る
。
(
こ
の
第
四
項
は
、
一
九
二
二
年
に
現
行
の
第
二
、
三
項
が
付
加
さ
れ
た
た
め
に
、
第
六
項
と
な
っ
た

(
フ
ォ

l
ト
は
推
定
さ
れ
る
)
。

論

が
、
文
言
は
変
っ
て
い
な
い
。
)

一
三
八
四
条
四
項
に
関
す
る
問
題
状
況
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
民
法
典
の
原
初
規
定
で
は
、
教
師
は
そ
の
監
督
下
の
生
徒
が
起

し
た
損
害
に
つ
い
て
責
任
を
負
い
(
一
三
八
四
条
四
項
)
、
た
だ
、
教
師
が
そ
の
生
徒
の
加
害
行
為
を
防
止
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
た

と
き
に
は
、
免
責
さ
れ
た
(
同
条
五
項
)
。
と
こ
ろ
が
、
五
項
の
免
責
は
実
際
に
は
な
か
な
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
教
師
は
過
重
な
責

任
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
大
規
模
な
国
会
請
願
運
動
の
結
果
、
一
八
九
九
年
に
法
改
正
が
な
さ
れ
、
公
立
学
校
に
つ
い
て
は
、
二
二
八
四

条
四
項
の
教
師
の
責
任
を
国
が
代
位
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
国
を
訴
え
る
場
合
に
は
教
師
の
フ
ォ

1
ト
が
推
定
さ
れ
る
が
、

教
師
個
人
を
訴
え
る
場
合
は
一
三
八
二
、
三
条
に
よ
ら
ざ
る
を
え
ず
、
原
告
が
教
師
の
フ
ォ

1
ト
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
後

一
九
三
七
年
に
な
っ
て
、
私
立
学
校
の
教
師
に
つ
い
て
も
責
任
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
公
立
・
私
立
を
問
わ
ず
教
師
の
フ
ォ

l
ト
を
推
定
し

な
い
こ
と
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
次
第
で
、
一
八
九
九
年

l
一
九
三
七
年
の
期
間
に
|

|

l

前
述
し
た
よ
う
に
、
休
暇
コ
ロ
ニ
ー
等
の
民
事
責

任
が
問
題
に
な
り
始
め
た
の
は
こ
の
時
期
で
あ
る

l
l、
青
少
年
活
動
の
責
任
者
に
一
三
八
二
、
三
条
を
適
用
し
、
そ
の
責
任
を
追
求
す
る

場
合
に
は
、
公
立
学
校
の
教
師
と
同
様
に
、
そ
の
フ
ォ

l
ト
の
証
明
を
要
求
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
一
三
八
四
条
四
項
を
適
用
し
、
私
立
学

校
の
教
師
と
同
じ
よ
う
に
フ
ォ

l
ト
を
推
定
す
る
の
か
、
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
問
題
の
重
要
性
は
、
問
題
の
射
程

範
囲
に
お
い
て
も
実
際
の
結
果
に
お
い
て
も
、
大
き
く
は
な
か
っ
た
。
ま
ず
、
射
程
範
囲
の
点
で
重
要
で
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
二
二
八

四
条
四
項
は
、
生
徒
が
加
害
行
為
を
し
た
場
合
に
関
す
る
か
ら
、
同
項
の
適
用
が
問
題
に
な
る
の
は
、
預
か
っ
た
児
童
が
他
の
児
童
に
よ
っ
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て
損
害
を
受
け
た
場
合
だ
け
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
事
故
の
原
因
が
、
児
童
を
預
か
っ
た
者
の
行
為
、
あ
る
い
は
全
く
の
第
三
者
の
行
為
、

あ
る
い
は
被
害
児
童
自
身
の
行
為
で
あ
る
場
合
に
は
同
項
の
適
用
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。
前
掲
の
裁
判
例
の
う
ち
児
童
が
他
の
児
童
に

よ
っ
て
損
害
を
受
け
た
の
は

[
1
]
[
2
]
[
3
]
[
5
]
[
9
]
[
日
]
[
ロ
]
[
日
]
[
口
]
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
の
み
右
の
問
題
が
生

じ
た
。
次
に
、
実
際
の
結
果
が
重
要
で
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
フ
ォ

l
ト
が
推
定
さ
れ
て
も
、
被
告
(
休
暇
コ
ロ
ニ
ー
の
責
任
者
)
は
自

一
九
二
二
年
以
降
は

フランス法における、児童を預かった者の安全確保義務

分
に
フ
ォ
1
ト
の
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
れ
ば
責
任
を
免
れ
た
か
ら
で
あ
る

同
条
七
項
)
。
一
三
八
四
条
四
項
を
適
用
す
る
意
義
は
、
立
証
責
任
の
転
換
で
し
か
な
か
っ
た
。

右
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
裁
判
所
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
た
か
。

[
1
]
は
こ
の
問
題
を
意
識
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、

[
2
]

一
三
八
四
条
四
項
の
適
用
を
否
定
し
、
原
告
が
責
任
者
・
指
導
者
の
フ
ォ

1
ト
を
証

(
原
初
規
定
で
は
一
三
八
四
条
五
項
、

以
降
は
議
論
し
て
い
る
。
そ
し
て
多
く
の
裁
判
例
は
、

明
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
(

[

2

]

、
[
3
]
の
控
訴
審
、

[
5
]
、
[
9
]
、
[
日
]
の
一
審
、
[
ロ
]
[
口
]
。
一
三
八
四
条
四
項
を
適
用
し

の
控
訴
審
、
[
日
]
の
み
で
あ
る
。
)
こ
の
う
ち

[
2
]
[
3
]
の
控
訴
審
、
[

5

]

[

日
]
の
一
審
は
フ
オ
ー

ト
が
な
か
っ
た
と
し
て
責
任
を
否
定
し
、
[
口
]
の
み
が
ブ
ォ

1
ト
を
認
め
て
責
任
を
負
わ
せ
て
い
る
。

た
の
は

[
3
]
の
一
審
、
[
日
]

学
説
は
ほ
と
ん
ど
が
、
こ
の
場
合
に
一
三
八
四
条
四
項
の
適
用
を
ー
ー
し
た
が
っ
て
フ
ォ

1
ト
の
推
定
を
|
|
否
定
し
た
。
そ
の
理
由

と
し
て
、
同
条
項
は
制
限
的
に
解
釈
す
べ
き
だ
と
い
う
形
式
的
な
理
由
の
ほ
か
に
、
二
つ
の
実
質
的
な
考
慮
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
一
は
、

行
為
の
無
償
性

(
m
g
E志
一
)
、
慈
善
性
(
岳
山
号
m)
に
関
す
る
。
す
な
わ
ち
、
た
だ
で
利
益
を
受
け
る
者
は
利
益
の
提
供
者
に
対
し
借
り
が

あ
り

2
2。
W
8
5
1巾
)
、
厳
格
な
義
務
を
主
張
で
き
な
い
、
そ
の
者
の
行
為
の
リ
ス
ク
を
あ
る
程
度
甘
受
す
べ
き
だ
、
と
い
う
考
え
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
考
え
に
対
し
て
は
、
同
条
項
が
、
有
償
と
無
償
を
区
別
し
て
い
な
い
以
上
、
そ
の
適
用
を
有
債
の
場
合
に
限
定
で
き
な
い
、

と
か
、
右
の
考
え
は
「
生
徒
」
が
損
害
を
受
け
た
場
合
を
考
え
て
い
る
が
、
本
条
項
は
「
生
徒
」
が
損
害
を
与
え
た
場
合
に
関
す
る
も
の
で

あ
る
、
と
か
の
批
判
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
一
般
に
は
、
第
二
の
、
青
少
年
活
動
の
責
任
者
は
児
童
に
対
し
精
神
的
な
権
威
(
き
さ
ユ
芯
目
。
S
F
)
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説

を
持
た
な
い
か
ら
本
条
項
の
「
教
師
」
で
な
い
、
と
い
う
理
由
を
根
拠
と
し
た
。
敷
街
す
れ
ば
こ
う
で
あ
る
。
民
法
典
の
立
法
者
に
よ
れ
ば
、

一
三
八
四
条
二
項
(
現
在
は
四
項
)
が
、
子
ど
も
の
加
害
行
為
に
つ
き
親
の
フ
ォ

l
ト
を
推
定
す
る
の
は
、
一
方
で
子
ど
も
の
弁
識
能
力
の

欠
如
と
無
資
力
を
考
慮
し
た
か
ら
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
子
ど
も
の
人
格
は
親
が
形
成
し
て
い
る
、
子
ど
も
の
行
為
に
は
親
の
教
育
の
影
響

が
刻
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
し
て
続
く
第
三
項
(
現
在
は
第
六
項
)
が
、
生
徒
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
教
師
の

フ
ォ

l
ト
を
推
定
す
る
の
は
、
親
の
こ
の
よ
う
な
役
割
を
教
師
が
分
有
し
て
い
る
、
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
(
立
法
者
は
、
教
育
が
義
務
化

論

さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
、
教
師
が
、
教
え
る
児
童
を
選
択
し
て
親
と
契
約
し
、
児
童
に
対
し
広
範
な
権
限
を
有
す
る
場
合
を
考
え
て
い
た
、

と
言
わ
れ
る
。
)
し
た
が
っ
て
、
推
定
を
受
け
る
教
師
と
は
、
子
ど
も
を
監
督
(
回
日
話
口
E
R
O
)
す
る
だ
け
で
な
く
、
教
育
(
怠
ロ

g巴
o
p

g
m巴
mHMOBg同
)
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
教
会
青
少
年
ク
ラ
ブ
や
夏
休
み
コ
ロ
ニ
ー
の
責
任
者
は
子
ど
も
を
監
督
は

す
る
が
教
育
し
な
い
か
ら
本
条
項
の
「
教
師
」
で
は
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

一
三
八
四
条
四
項
に
関
す
る
以
上
の
問
題
は
、

一
九
三
七
年
の
法
改
正
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
法
改
正
に
よ
っ
て
、

原
告
(
損
害
を
受
け
た
児
童
の
側
)
は
、
常
に
|
|
す
な
わ
ち
、
公
立
学
校
、
私
立
学
校
、
学
校
以
外
の
社
会
活
動
、
の
い
ず
れ
の
場
合
に

も
|
|
|
、
そ
の
児
童
を
預
か
っ
た
教
師
、
責
任
者
の
フ
ォ

l
ト
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ォ

1
ト

の
推
定
と
い
う
問
題
自
体
は
、
契
約
責
任
の
成
否
と
い
う
形
で
、
あ
る
い
は
一
三
八
四
条
四
項
の
無
生
物
責
任
の
成
否
と
い
う
形
で
、
議
論

さ
れ
る
余
地
が
残
っ
て
い
た
。

こ
の
う
ち
、
ま
ず
契
約
責
任
を
理
由
と
す
る
フ
ォ

l
ト
の
推
定
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
今
世
紀
初
頭
に
判
例
は
、
旅
客
運
送
契
約
の
場

合
に
つ
い
て
、
契
約
上
の
安
全
確
保
義
務
(
。
E
紅
白
門
吉
ロ
母
国
m
2
1
広
)
を
認
め
た
。
そ
し
て
一
九
三

0
年
代
以
降
、
一
方
で
は
こ
れ
を
旅

客
運
送
契
約
以
外
の
契
約
に
も
広
く
認
め
た
が
、
他
方
で
、
安
全
確
保
義
務
の
中
に
手
段
債
務
と
結
果
債
務
と
を
区
別
し
、
フ
ォ

l
ト
の
推

定
を
こ
の
う
ち
の
結
果
債
務
の
場
合
に
限
定
し
た
。
そ
し
て
本
稿
の
問
題
に
つ
い
て
見
る
と
、
判
例
は
、
幼
児
を
保
育
目
的
で
預
か
っ
た
場
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合
は
結
果
債
務
で
あ
る
が
、
児
童
を
休
暇
コ
ロ
ニ
ー
な
ど
の
目
的
で
預
か
っ
た
場
合
の
監
視
義
務
は
手
段
債
務
で
あ
り
、
原
告
が
被
告
の

フランス法における、児童を預かった者の安全確保義務

(

[

M

]

)

。

学
説
も
、
基
本
的
に
こ
の
判
例
を
支
持
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
幼
児

(
g
E
E
S
E師
陣
問
。
)
を
預
か
っ
た
と
き
に
は
結
果
債
務
で
あ

る
が
、
休
暇
コ
ロ
ニ
ー
や
ス
ポ
ー
ツ
活
動
に
参
加
す
る
の
は
、
幼
児
以
上
の
分
別
の
つ
く
年
齢
(
】
噌
帥
問
。
骨

E
2。
ロ
)
|
|
具
体
的
に
は
、

七
歳
前
後
以
上
|
|
の
児
童
で
あ
り
、
こ
の
年
齢
の
児
童
を
監
視
す
る
義
務
は
、
一
般
に
手
段
債
務
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
こ
の
学
説
の
理

由
を
整
理
す
る
と
、
次
の
三
つ
で
あ
る
。
第
一
に
、
乳
児
の
場
合
に
は
そ
の
行
動
(
古
庄
山
岳
、
何
回
)
を
預
か
っ
た
者
が
完
全
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

で
き
る
の
に
対
し
、
児
童
の
年
齢
が
高
い
場
合
に
は
、
ー
!
と
く
に
、
そ
の
よ
う
な
児
童
の
集
団
を
、
少
人
数
の
者
が
預
か
る
場
合
に
は
、

|
|
不
慮
の
出
来
事
(
色
皆
)
を
避
け
ら
れ
な
い
。
第
二
に
、
一
定
の
年
齢
に
達
し
た
児
童
は
、
よ
り
広
範
な
行
動
の
自
由
を
有
し
、
白
か

ら
事
故
を
惹
き
起
こ
す
可
能
性
と
、
危
険
に
対
し
て
自
分
を
防
衛
す
る
能
力
と
を
も
っ
。
第
三
に
、
右
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
、
当
事
者
の

つ
ま
り
、
幼
児
の
場
合
に
は
、
常
時
監
視
し
て
く
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
両
親
は
預
け
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
絶
対

フ
ォ

1
ト
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た

意
思
に
合
致
す
る
。

に
事
故
を
起
き
ず
児
童
を
無
傷
で
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
休
暇
コ
ロ
ニ
ー
や
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
た
め
に
児
童
を
預
か
る
者
は

い
な
い
で
あ
ろ
う
。

右
の
よ
う
に
、
判
例
・
学
説
は
、
契
約
責
任
を
追
求
す
る
場
合
に
も
、
被
害
者
た
る
児
童
の
側
が
、
預
か
っ
た
者
の
フ
ォ

l
ト
を
立
証
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
う
判
断
す
る
際
に
最
も
考
慮
し
て
い
る
の
は
児
童
の
年
齢
で
あ
っ
て
、
預
か
る
側
の
慈
善
性

で
は
な
い
。

最
後
に
、

一
三
八
四
条
一
項
の
無
生
物
責
任
に
基
づ
く
責
任
推
定
も
、
休
暇
コ
ロ
ニ
ー
等
の
責
任
者
が
、
事
故
の
原
因
と
な
っ
た
物
の
保

管
者
(
伺
防
止
ぽ
ロ
)
で
あ
る
場
合
に
は
、
適
用
さ
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
休
暇
コ
ロ
ニ
ー
等
の
場
合
に
無
生
物
責
任
が
問
題
と
な
っ

た
の
は
、
極
く
最
近
の
事
例
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
事
例
で
は
、
一
三
八
四
条
一
項
の
適
用
の
可
否
が
結
局
は
判
断
さ
れ
な
か
っ
た
。
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説

し
た
が
っ
て
、
休
暇
コ
ロ
ニ
ー
等
の
た
め
に
児
童
を
預
か
っ
た
者
に
つ
い
て
、
同
条
項
が
適
用
さ
れ
る
か
は
、
未
だ
明
確
で
は
な
い
、
た
だ
、

同
条
項
の
適
用
が
、
種
々
の
理
論
1

1

と
く
に
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
「
保
管
の
移
転
L

の
理
論
、
物
の
保
管
に
関
与
し
て
い
た
被
害
者
に

は
同
条
項
を
適
用
し
な
い
、
と
い
う
理
論
ー
ー
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
児
童
を
預
か
っ
た
者
に
同
条
項
の
責

論

任
が
成
立
す
る
の
は
非
常
に
稀
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
六
・
七
歳
以
上
の
児
童
を
社
会
活
動
の
目
的
で
預
か
っ
た
者
は
、

フ
ォ

1
ト
が
認
め
ら
れ
る
場
合

以
上
を
要
す
る
に
、

に
の
み
賠
償
責
任
を
負
う
、

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

(
1
)
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
以
上
の
ほ
か
に
、
責
任
を
負
う
者
の
範
囲
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
事
業
・
活
動
が
有
償
で
あ
る
場
合
に
は
、
一
般
に
、
事
業

団
体
内
の
指
揮
・
従
属
関
係
が
明
確
で
あ
り
、
た
と
え
明
確
で
な
い
場
合
で
も
、
「
利
得
の
帰
す
る
と
こ
ろ
に
危
険
も
帰
す
る
」
と
い
う
報
償
責
任

の
考
え
に
よ
っ
て
、
責
任
を
負
う
べ
き
者
を
決
定
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
無
償
・
慈
善
の
場
合
に
は
、
個
人
の
善
意
に
依
存
し
て
い
る
た
め
に
、

指
揮
・
従
属
関
係
、
責
任
体
制
が
明
確
で
な
い
こ
と
が
多
く
、
ま
た
、
報
償
責
任
の
考
え
が
働
か
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
青
少
年
活
動

な
ど
に
お
い
て
問
題
に
な
る
の
は
、
一
方
で
、
付
現
場
で
児
童
を
監
視
・
指
導
す
る
引
率
者
・
付
添
人
の
中
の
誰
が
責
任
を
負
う
の
か
、
で
あ
り
、

他
方
で
、
同
休
暇
コ
ロ
ニ
ー
な
ど
を
組
織
し
た
者
が
、
現
場
の
引
率
者
の
義
務
慨
怠
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
か
、
で
あ
る
。
わ
が
国
で
し
ば
し
ば

争
わ
れ
て
い
る
の
は
付
の
問
題
で
あ
る
(
例
え
ば
、
四
つ
葉
子
ど
も
会
事
件
)
の
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
主
に
議
論
さ
れ
て
い
る
の
は
同
の
問
題

で
あ
る
。
同
に
関
す
る
判
例
の
一
般
的
な
傾
向
は
、
休
暇
コ
ロ
ニ
ー
等
を
組
織
・
主
催
し
た
団
体
は
、
現
場
の
引
率
者
の
フ
ォ

l
ト
に
つ
い
て
使

用
者
責
任
を
負
う
(
例
え
ば

[
6
]
[
H
]
[
凶
]
)
が
、
競
技
会
を
組
織
・
主
催
し
た
団
体
は
、
そ
の
よ
う
な
使
用
者
責
任
を
負
わ
な
い
、
と
い
う

も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
(
〈
。
可
・
冨
白

Ngロ門山内川同冨白
Ngロ門戸℃出吋同，
E
D
P

。匂・円山門・唱え
ω

∞8
2
凹・)

(
2
)

一
九
三
七
年
の
法
律
は
他
方
で
、
公
立
学
校
の
場
合
に
つ
い
て
、
こ
の
フ
ォ

1
ト
に
よ
る
責
任
を
国
が
代
位
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
、
以
後
は
、

国
を
訴
え
る
場
合
に
も
フ
ォ

l
ト
が
推
定
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
改
正
点
に
対
し
て
は
多
く
の
批
判
が
あ
る
が
、
本
稿
に
は
関
係
が
な

い
の
で
立
ち
入
ら
な
い
。
一
八
九
九
年
、
一
九
三
七
年
の
法
改
正
に
つ
い
て
、
簡
単
に
は
山
口
俊
夫
・
フ
ラ
ン
ス
債
権
法
一
一
九
頁
を
、
詳
し
く

は
奥
野
久
雄
「
学
校
事
故
賠
償
法
史
|
|
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
教
師
の
民
事
責
任
法
制
の
変
遷
t
|
|
」
関
西
大
学
法
学
論
集
二
九
巻
五
号
五
一
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説

あ
る
場
合
に
は
通
常
の
手
段
債
務
で
あ
る
、
と
言
う
。

(
日
)

(

V

F

白
σ回目・

ou-n-f
匂・

5Hono--

(
M
)
r
w
、
同
。
ロ

E
S
F
O匂・円山昨・
(
H・
C-Y
ロ。

g・

(
日
)
〈

smM〉
。
円

y
n
x・
唱
え
日

ω-H】・

2
H・

(M)
わ
町
田

σ同
印
唱
。
匂

-n-f
℃・

5
・

Nono--

(
げ
)
富
由
N
E
C門
同
市
件
、
吋
ロ
ロ
n・
。
℃
・
門
戸
件
-w
ロ。

5
4・
匂

-NB-

(
日
)
ロ
ミ
印
ヨ
包
呂
叶
∞
・
』
門
司

-
E
3
ロ
E
o
s
-
N
o
m回目】品川口巾・
0σ
田

-
n
y即
日
】
曲
目
一

c
t
N吋
}
白
ロ
〈
・

5
∞

N・
の
同
N
・
司
白
戸
冨
∞
M
・
M
・印

ω戸
口
。
件
巾

h
y白
σ出
国

ー
ー
一
四
歳
の
女
子
A
が
、
も
(
フ
ラ
ン
ス
固
有
鉄
道
)
の
休
暇
コ
ロ
ニ
ー
に
預
け
ら
れ
、
巴
の
自
転
車
を
借
り
て
、

V
H
主
催
の
遠
乗
り
に
参
加

し
て
い
た
と
き
、
転
倒
し
て
負
傷
し
た
。

A
の
両
親
丸
v
h
は
、
巴
と
V
判
の
保
険
会
社
V
H
に
対
し
、
一
三
八
四
条
一
項
に
基
づ
い
て
損
害
賠
償
を
求

め
た
。
控
訴
審
は
ち
自
転
車
の
保
管
者
は
A
で
あ
っ
た
と
し
て
、
請
求
を
棄
却
し
た
。
破
棄
院
は
、
巴
が
、
自
ら
主
催
し
た
遠
乗
り
の
た
め
に
自

転
車
を
貸
出
し
、
自
ら
指
定
し
た
道
程
を
監
視
さ
せ
て
い
た
か
ら
、

A
の
保
管
は
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
、
と
し
て
破
棄
差
戻
し
た
。
差
戻
審
・

再
上
告
審
は
、
契
約
関
係
の
あ
る
場
合
に
は
不
法
行
為
に
関
す
る
同
条
項
は
適
用
さ
れ
な
い
、
と
の
理
由
で

L
ら
の
請
求
を
斥
け
た
。

論

注
意
義
務
の
内
容
・
程
度

児
童
を
預
か
っ
た
者
が
賠
償
責
任
を
負
う
た
め
に
は
フ
ォ

l
ト
が
必
要
だ
と
し
て
、
そ
の
フ
ォ

l
ト
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
認
め
ら
れ
る

一
定
の
義
務
を
負
い
な
が
ら
そ
の
履
行
を
怠
っ
た
と
き
に
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ

の
で
あ
ろ
う
か
?

と
こ
ろ
で
、

フ
ォ

1
ト
は
、

の
問
題
は
青
少
年
活
動
に
お
い
て
児
童
を
預
か
っ
た
者
は
ど
の
よ
う
な
義
務
を
負
う
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
学
説
は
、
こ
の
よ
う
な

具
体
的
な
レ
ベ
ル
で
議
論
し
て
い
な
い
。
以
下
で
は
、
主
に
裁
判
所
の
考
え
を
分
析
し
よ
う
。

ま
ず
、
裁
判
所
が
、
児
童
を
預
か
っ
た
者
の
義
務
と
し
て
考
え
て
い
る
も
の
は
、
三
つ
に
整
理
で
き
る
。
そ
の
一
は
、

ω児
童
を
一
般
的

に
監
視
す
る
義
務
で
あ
り
、
そ
の
こ
は
、
よ
り
具
体
的
な
義
務
で
、

ω危
険
な
活
動
を
さ
せ
な
い
、
危
険
な
状
態
に
置
か
な
い
、
あ
る
い
は
、

危
険
な
活
動
・
状
態
か
ら
実
際
の
事
故
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
義
務
で
あ
る
。
第
三
は
、

ω事
故
が
発
生
し
た
後
に
適
切
に
救
助
す
る
義
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務
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
最
後
の
救
助
義
務
は
、
実
際
に
は
め
っ
た
に
問
題
に
な
ら
ず
(

[

4

]

[

泊
]
の
み
で
あ
る
)
し
た
が
っ
て
議
論
も
ほ

と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、

ωω
の
義
務
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
負
わ
せ
て
い
る
か
、
ど
の
程
度
の
も
の
を

負
わ
せ
て
い
る
の
か
、
を
見
て
み
よ
う
。

ωの
監
視
義
務
は
、
保
育
や
青
少
年
活
動
の
目
的
で
預
か
っ
た
場
合
に
は
常
に
負
う
、
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
一
定
の
ま
と
ま
っ

た
時
間
の
間
子
ど
も
達
だ
け
に
し
て
い
た
場
合
に
は
、
た
と
え
放
置
し
た
時
点
で
は
危
険
な
活
動
・
状
態
に
な
か
っ
た
(
例
え
ば
、
危
険
な

遊
び
を
し
て
い
な
か
っ
た
)
と
し
て
も
、
フ
ォ

l
ト
が
あ
り
、
事
故
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
(
[
日
]
[
汀
]
[
お
]
。
た
だ
し
[
幻
]
の
原
審

判
決
は
、
不
在
時
聞
が
短
く
、
高
年
齢
の
児
童
に
常
日
頃
一
般
的
な
注
意
を
し
て
い
た
こ
と
を
考
慮
し
て
、
フ
ォ

1
ト
を
否
定
し
て
い
る
。
)

危
険
な
活
動
・
状
態
に
あ
る
の
に
放
置
し
た
と
き
に
は
、
勿
論
ブ
ォ

l
ト
を
肯
定
し
て
い
る
(
[
日
]
[
四
]
[
却
]
[
訂
]
)
。
右
の
よ
う
に
考

え
る
際
に
、
[
口
]
[
凹
]
[
却
]
は
、
無
思
慮
・
無
謀
・
衝
動
的
と
い
う
子
ど
も
一
般
の
危
険
性
に
言
及
し
て
い
る
。

ωは
、
具
体
的
な
危
険
に
対
処
す
る
義
務
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
一
般
的
に
監
視
し
た
り
、
一
般
的
に
忠
告
を
与
え
る
こ
と
で
は
な
く

て
、
よ
り
具
体
的
な
措
置
、
例
え
ば
、
危
険
な
遊
び
を
止
め
さ
せ
(
[
お
]
)
、
危
険
な
物
を
取
り
上
げ
(
[
日
]
)
、
危
険
な
物
か
ら
引
離
し
(

[

M

]

[
日
]
)
、
溺
れ
そ
う
に
な
っ
た
ら
直
ち
に
救
助
で
き
る
体
制
を
備
え
る
(

[

6

]

[

日
]
[
日
]
[
幻
]
)
な
ど
の
措
置
で
あ
る
。
こ
の
義
務
を
負

う
場
合
と
し
て
、
多
く
の
裁
判
例
は
二
つ
の
事
情
を
挙
げ
て
い
る
。

そ
の
一
は
、
児
童
を
預
か
っ
た
者
が
、
児
童
を
具
体
的
な
危
険
に
接
近
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
分
解
し
て
い
え
ば
、
例
児
童
の
活
動
・
児

童
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
、
児
童
が
接
し
て
い
る
物
が
危
険
で
あ
る
こ
と
と
、
制
児
童
を
預
か
っ
た
者
が
、
児
童
に
そ
の
よ
う
な
活
動
を
さ

せ
、
児
童
を
そ
の
よ
う
な
状
況
に
置
き
、
児
童
を
そ
の
よ
う
な
物
に
接
近
さ
せ
た
(
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
物
を
管
理
し
て
い
る
)
こ
と

と
で
あ
る
。
(
的
の
点
は
ほ
と
ん
ど
の
判
決
理
由
で
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
仰
の
点
は
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
。
)
具
体
的
に
見
る
と
、

[
叩
]
[
日
]
[
日
]
[
日
]
[
お
]
[
幻
]
(
こ
の
他
に

[
H
〕
の
控
訴
院
判
決
)
は
、
具
体
的
な
危
険
が
存
し
た
か
ら
、
適
切
な
措
置
を
と
ら
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説論

と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、

[
l
]
[
4
]
[
5
]
[
凶
]
[
加
]
[
幻
]
[
却
]
(
こ
の
他

[M]
の
一
審
)

は
、
活
動
・
状
況
・
物
が
危
険
で
な
か
っ
た
か
ら
児
童
を
危
険
か
ら
引
き
離
す
義
務
は
な
か
っ
た
、
と
し
て
フ
ォ

l
ト
を
否
定
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
当
該
の
活
動
・
状
態
・
物
が
危
険
だ
っ
た
か
否
か
の
具
体
的
な
判
断
が
重
要
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
裁
判
所
の
判
断
基

準
は
明
確
で
な
い
。
(
審
級
に
よ
っ
て
判
断
が
動
揺
し
て
い
る
[

1

]

[

日
]

[

H

]

の
事
案
を
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
の
ほ
か
、
[
叩
]
[
部
]
に

お
け
る
危
険
性
の
判
断
も
デ
リ
ケ
ー
ト
で
あ
ろ
う
。
)

具
体
的
な
事
故
防
止
義
務
を
基
礎
づ
け
る
事
情
の
第
一
が
、
い
わ
ば
外
的
な
危
険
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
の
二
は
、
非
合
理
・
無
謀
な
行

動
に
走
り
が
ち
な
子
ど
も
一
般
の
危
険
性
で
あ
る
。
具
体
的
に
[
叩
]
[
日
]
[
口
]
[
日
]
[
日
]
[
却
]
が
、
事
故
防
止
義
務
、
そ
の
憐
怠
に

よ
る
フ
ォ

1
ト
を
認
め
る
際
に
、
子
ど
も
一
般
の
危
険
性
に
言
及
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
こ
と
の
論
理
学
的
な
裏
命
題
を
認
め
る
裁
判
例

|
|
す
な
わ
ち
、
児
童
も
合
理
的
な
行
動
を
と
る
か
ら
危
険
で
な
い
と
考
え
て
、
預
か
っ
た
者
の
事
故
防
止
義
務
を
否
定
し
た
裁
判
例
ー
ー

は
な
い
。
な
お
、
裁
判
例
が
具
体
的
な
防
止
義
務
の
基
礎
と
し
て
考
慮
し
て
い
る
の
は
、
児
童
一
般
の
危
険
性
で
あ
る
。
[
日
]
は
、
当
該
児

童
に
特
有
の
不
従
順
さ
に
言
及
す
る
が
、
そ
れ
は
、
賠
償
額
を
縮
減
す
る
理
由
で
あ
っ
て
、
児
童
を
預
か
っ
た
者
の
フ
ォ

l
ト
は
認
め
て
い

な
か
っ
た
の
は
フ
ォ

l
ト
で
あ
る
、

る。
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
例
は
、
以
上
の
二
つ
の
事
情
を
考
慮
し
て
、

ωの
義
務
の
有
無
、
フ
ォ

l
ト
の
存
否
を
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
論
理
の
過
程
に
、
「
予
見
可
能
性
」
と
い
う
概
念
を
介
在
さ
せ
る
と
と
は
非
常
に
少
な
い
。
「
危
険
の
存
在
+
危
険
の
予
見
可
能
性
↓
防

止
義
務
の
発
生
」
と
い
う
論
理
を
示
し
て
い
る
の
は
、
[
日
]
[
日
]
[
お
]
[
却
]
、
そ
の
外
[
日
]
の
第
一
審
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
ら
以
外
は
、

危
険
の
存
在
か
ら
直
ち
に
事
故
防
止
義
務
を
導
い
て
い
訂
r

以
上
の
よ
う
に
裁
判
例
は
、
外
的
な
危
険
と
子
ど
も
の
危
険
と
い
う
こ
つ
の
事
情
が
あ
る
と
き
に
は
原
則
と
し
て
、
預
か
っ
た
者
の
具
体

的
な
事
故
防
止
義
務
を
認
め
る
。
し
か
し
例
外
的
に
、
義
務
が
あ
っ
て
も
フ
ォ

l
ト
が
な
い
場
合
、
さ
ら
に
、
義
務
そ
の
も
の
が
免
除
さ
れ
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る
場
合
が
あ
る
。

第
一
に
、
(
児
童
を
預
か
っ
た
者
が
事
故
防
止
義
務
を
負
う
と
し
て
も
、
)
当
該
事
故
は
突
然
で
防
止
で
き
る
も
の
で
な
か
っ
た
、
と
言
っ

て
フ
ォ

l
ト
を
否
定
す
る
裁
判
例
が
多
く
あ
る

(
[
1
]
[
2
]
[
5
]
[
8
]
[
日
]
[
却
]
[
お
]
)
。
こ
れ
は
、
児
童
の
接
し
て
い
た
活
動
・
状

態
・
物
の
危
険
性
が
、
当
該
事
故
の
発
生
に
直
接
に
繋
が
ら
な
い
こ
と
を
理
由
に
義
務
の
僻
怠
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
右
に
見
た
、

防
止
義
務
の
発
生
を
外
的
な
危
険
性
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
る
考
え
方
を
、
実
際
に
発
生
し
た
事
故
に
即
し
て
具
体
化
・
個
別
化
し
た
も
の
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

フランス法における、児童を預かった者の安全確保義務

第
二
に
、
裁
判
所
は
し
ば
し
ば
、
児
童
の
親
が
当
該
活
動
の
危
険
を
引
受
け
て
い
る
(
引
き
受
け
る
べ
き
で
あ
る
て
あ
る
い
は
、
親
自
身

が
当
該
活
動
の
危
険
に
対
す
る
防
止
義
務
を
負
っ
て
い
る
、
と
考
え
て
、
児
童
を
預
か
っ
た
者
の
フ
ォ

l
ト
を
否
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

と
言
い
、

[
5
]
[
8
]
は
、
危
険
な
活
動
で
あ
る
こ
と
を

[

4

]

[

紅
]
は
、
危
険
な
活
動
が
そ
も
そ
も
子
ど
も
を
預
け
る
目
的
で
あ
っ
た
、

親
が
承
知
し
て
預
け
て
い
る
、

と
言
う
(
「
危
険
の
引
受
け

2
2
0
U
E己
O
ロ
仏
ロ
ュ

2
5
)」
の
考
え
方
)
。
こ
れ
ら
の
裁
判
例
の
う
ち
、

[
4
]

[

5

]

[

幻
]
は
、
活
動
の
危
険
性
が
大
き
く
な
い
こ
と
を
も
勘
案
し
て
、
危
険
の
引
受
け
を
認
定
し
て
い
る
。

第
三
に
、
預
か
っ
た
者
の
事
故
防
止
義
務
は
そ
の
権
限
の
範
囲
な
ど
か
ら
し
て
当
該
種
類
の
事
故
に
は
そ
も
そ
も
及
ば
な
い
、

フ
ォ

l
ト
を
否
定
す
る
も
の
が
あ
る

と
し
て

(
[
2
]
[
7
]
[
9
]
[
ロ])。

な
お
、
子
ど
も
自
身
の
危
険
性
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
親
が
引
き
受
け
る
べ
き
だ
と
明
言
す
る
裁
判
例
は
な
い
。
し
か
し
、
預
か
っ
た
者
の

フ
ォ

l
ト
を
否
定
す
る
際
に
、
事
故
を
起
し
た
の
は
子
ど
も
自
身
で
あ
る
こ
と
に
言
及
す
る
裁
判
例
は
存
在
す
る
(

[

8

]

[

H

]

)

。

ωの
事
故
防
止
義
務
・
フ
ォ

l
ト
の
判
断
に
関
す
る
以
上
を
要
約
す
る
と
、
一
方
で
や
や
抽
象
的
に
、
外
的
な
危
険
・
子
ど
も
の
危
険
が

あ
っ
た
か
、
こ
れ
ら
の
危
険
に
対
処
す
る
安
全
確
保
義
務
を
、
親
と
、
児
童
を
預
か
っ
た
者
と
の
ど
ち
ら
が
負
う
か
、
を
考
え
、
他
方
で
、

よ
り
個
別
的
に
、
当
該
事
故
が
防
止
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
を
考
え
る
ー
ー
ー
と
い
う
の
が
、
裁
判
所
が
従
っ
て
い
る
基
本
的
な
枠
組
で
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説

占めヲ。。

論

と
こ
ろ
で
、
右
の
基
本
的
な
思
考
枠
組
の
中
で
、
具
体
的
に
ど
の
程
度
の
義
務
を
課
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
に
、
裁
判
所
は
一
般
的
な
基
準
を
明
示
し
て
い
な
い
。
(

[

M

]

の
み
が
、
「
通
常
の
心
遣
い
と
注
意
を
払
う
親
」
を
基
準
と
し
て
い
る
。
)

審
級
に
よ
っ
て
結
論
が
分
れ
る
よ
う
な
事
案
(

[

1

]

[

日
]
〔

H
]
[
却
]
な
ど
)
で
は
、
先
の
危
険
性
の
判
断
と
、
こ
の
義
務
基
準
の
設
定

の
仕
方
と
が
、
結
論
を
左
右
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
が
。

し
か
し
第
二
に
、
児
童
を
預
か
っ
た
側
(
被
告
)
の
特
殊
な
事
情
を
理
由
に
、
安
全
確
保
義
務
を
軽
減
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
一
は
、

預
か
っ
た
側
の
多
忙
を
理
由
に
、
義
務
を
軽
減
す
る
も
の
で
あ
る

(
[
8
]
[
H
〕
)
。
(
こ
の
う
ち

[
8
]
は
、
児
童
の
親
が
相
手
方
の
多
忙
を

知
っ
て
預
け
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
る
か
ら
、
危
険
の
引
受
け
の
思
想
を
介
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
)
こ
の
多
忙
と
い
う
事
情
は
、
義

務
者
の
年
齢
・
能
力
・
職
業
な
ど
と
比
べ
、
は
る
か
に
個
人
的
な
事
情
で
あ
る
が
、
敢
え
て
こ
の
事
情
を
考
慮
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の

事
案
に
お
い
て
児
童
を
預
か
っ
た
者
は
農
家
で
あ
り
、
本
業
の
片
手
間
に
児
童
を
監
護
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
フ
ォ

l

ト
は
通
常
、
義
務
者
の
個
人
的
な
事
情
を
考
慮
せ
ず
に
抽
象
的
に
判
断
す
る
(
省
官

m
n
E
-
S
E
与
え

3
2。
)
が
、
職
業
者
責
任
(
吋

g宮口・

SE--円仙沼吋。町内田回目
OR--o)
に
お
い
て
は
責
任
を
加
重
す
る
方
向
で
職
業
上
の
特
別
の
個
人
的
能
力
を
考
慮
し
て
具
体
的
に
判
断
し

2
3芯目

丘
三
宮
口

E
gロ
q
a。
)
、
こ
れ
に
対
し
い
わ
ば
素
人
責
任
に
お
い
て
は
、
責
任
を
軽
減
す
る
方
向
で
義
務
者
の
個
人
的
諸
事
情
を
考
慮
す

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

児
童
を
預
か
っ
た
側
の
事
情
に
基
づ
く
義
務
の
軽
減
の
二
番
目
は
、
慈
善
活
動
・
慈
善
団
体
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
[
却
〕
は
、
一
般
的
に
、
責
任
の
判
断
に
お
い
て
は
慈
善
活
動
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
だ
と
言
う
。
次
に
、

[
5
]
の
控
訴
院
、

の
一
審
は
、
よ
り
具
体
的
に
、
慈
善
団
体
や
そ
の
協
力
者
の
義
務
は
、
学
校
の
教
師
や
報
酬
を
受
け
て
い
る
受
任
者
の
義
務

と
す
る
。
最
後
に
、
[
却
]
[
お
]
は
、
さ
ら
に
具
体
的
に
、
非
営
利
的
な
慈
善
団
体
か
ら
利
益
の
み
を
受
け
て
い
る
親
は
、

{
8
]
、
[
M
]

と
比
べ
て
軽
い
、
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同
じ
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
自
分
自
身
が
行
な
っ
て
い
る
以
上
の
監
護
を
要
求
で
き
な
い
、
と
言
う
。

と
こ
ろ
で
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
慈
善
性
を
理
由
に
義
務
を
軽
減
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
に
、
預
か
る
側
の
性
格
を
み
る
と
、

こ
の
理
論
が
適
用
さ
れ
た
の
は
、
神
父
(
[
却
]
)
、
児
童
福
祉
団
体

(
[
5
〕
[
8
]
[
H
]
[
却
]
)
で
あ
り
、
ス
ポ
ー
ツ
会
(

[

2

]

[

ロ])、

ボ

l
イ
・
ス
カ
ウ
ト
の
場
合
(
[
日
]
な
ど
)
に
は
適
用
さ
れ
た
例
が
な
い
。
し
か
し
、
教
会
や
児
童
福
祉
団
体
の
場
合
に
常
に
慈
善
性
を
理

由
と
し
て
義
務
を
軽
減
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
[

6

]

[

叩
]
[
日
]
(
控
訴
審
)
[
日
]
(
一
審
)
[
口
]
[
お
]
[
お
]
で
は
、
教
会
や
児
童

福
祉
団
体
の
場
合
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
義
務
の
内
容
を
軽
減
せ
ず
、
責
任
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
、

[
1
]
[
3
]
[
4
]
[
7
]
〔

9
]

[
日
]
(
一
審
)
[
日
]
(
控
訴
審
)
[
口
]
で
は
責
任
を
否
定
し
て
い
る
が
、
他
の
理
由
に
基
づ
い
て
で
あ
る
。
第
二
に
、
児
童
を
預
か
る
側

に
保
険
者
が
い
た
か
に
つ
い
て
み
る
と
、
慈
善
性
を
理
由
に
義
務
を
軽
減
し
た
場
合
の
多
く
は
、
保
険
者
が
い
な
か
っ
た
事
例
で
あ
る
(

[

8

]

[

H

]

[

却
]
[
部
]
)
。
し
か
し
、
保
険
者
が
い
る
場
合
に
も
、
慈
善
性
を
考
慮
し
て
責
任
を
否
定
し
た
事
例
が
な
い
わ
げ
で
は
な
い
(

[

5

]

)

。

第
三
に
、
事
故
の
直
接
的
な
原
因
が
、
被
害
児
童
自
ら
の
行
為
か
他
の
児
童
の
行
為
か
|
|
前
者
の
場
合
に
お
い
て
は
、
慈
善
性
を
理
由
と

す
る
義
務
の
軽
減
が
、
よ
り
容
易
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
な
い
か
、
ー
ー
に
つ
い
て
見
る
と
、
と
く
に
有
意
義
な
差
は
見
ら
れ
な
い
。
被

害
児
童
自
身
の
行
為
に
よ
る
事
例
に
も
、
右
の
義
務
軽
減
に
言
及
す
る
も
の
(

[

8

]

[

U

]

)

と
、
言
及
し
な
い
も
の
(

[

6

]

[

叩
〕
)
と
が

同
じ
よ
う
に
あ
り
、
他
の
児
童
の
行
為
に
よ
る
事
例
に
は
、
右
の
義
務
軽
減
に
言
及
し
な
い
も
の
が
多
い
が
(
[
日
]
[
日
]
の
控
訴
審
、
[
口
]

[
幻
]
[
お
]
)
こ
れ
に
言
及
す
る
も
の
も
あ
る
(

[

5

]

の
控
訴
審
、
[
却
]
)
か
ら
で
あ
る
。
(
な
お
、
[
お
]
は
、
こ
の
義
務
軽
減
に
言
及
し

て
い
る
が
、
右
の
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
)
第
四
に
、
以
上
に
対
し
、
児
童
を
預
か
っ
た
者
が
、
児
童
を
危
険
な
状
態
や

活
動
の
下
に
、
あ
る
い
は
、
児
童
を
全
く
無
監
視
の
状
態
に
置
い
た
の
か
否
か
、
は
、
慈
善
性
を
理
由
と
す
る
責
任
軽
減
に
と
っ
て
、
重
要

な
意
味
を
も
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
の
責
任
軽
減
を
認
め
た
事
例
を
み
る
と
、
預
か
っ
た
者
が
児
童
を
危
険
な
状
態
や
活

動
に
置
い
た
わ
け
で
な
く
|
|
言
い
換
え
る
と
、
そ
れ
ら
は
、
被
害
児
童
が
木
登
り
や
脱
穀
機
へ
の
接
触
な
ど
、
自
ら
危
険
に
接
近
し
て
い
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説

る
場
合
(

[

8

]

[

M

]

)

、
あ
る
い
は
、

ま
た
、

論

一
般
的
に
は
危
険
で
な
い
活
動
中
の
偶
発
的
な
事
故
の
場
合
(

[

5

]

[

却
]
[
却
]
)
で
あ
る
。
ー
ー

一
応
の
監
視
を
し
て
い
た
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
児
童
を
預
か
っ
た
者
が
、
児
童
を
危
険
な
状
態
に
置
い
た
場
合
(
[
日
]
の
、

異
常
増
水
の
生
じ
や
す
い
地
形
・
時
間
帯
で
水
浴
び
を
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
、
が
典
型
的
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
危
険
性
の
認
定
が
や
や

緩
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
[
叩
]
の
城
砦
の
危
険
な
窓
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
児
童
達
を
滞
在
さ
せ
た
こ
と
も
こ
の
一
例
で
あ
る
。
)

や
危
険
な
遊
び
・
活
動
を
さ
せ
た
場
合

(
[
6
〕
の
水
浴
び
、
[
お
]
の
夜
半
の
誘
拐
ご
っ
こ
)
、
あ
る
い
は
、
特
に
危
険
な
状
態
や
活
動
に
置

い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
定
の
時
間
、
児
童
を
無
監
視
の
状
態
に
放
置
し
た
場
合
(
そ
の
聞
に
子
ど
も
達
が
戦
争
ご
っ
こ
な
ど
を
始
め
て
、

事
故
が
発
生
し
た
[
日
]
[
口
]
[
幻
]
)
に
は
、
慈
善
性
を
理
由
と
す
る
責
任
軽
減
を
考
え
て
い
な
い
。
以
上
の
こ
と
は
、
慈
善
性
の
故
に
ど

の
よ
う
な
義
務
が
軽
減
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
、
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
安
全
確
保
義
務
の
う
ち
、
川
危

険
が
具
体
化
す
る
前
の
、
一
般
的
な
監
視
義
務
(
例
え
ば
、
危
険
な
遊
び
を
始
め
た
ら
そ
れ
を
察
知
で
き
る
よ
う
な
位
置
・
体
制
に
あ
る
こ
と
て

一
般
的
な
予
防
措
置
義
務
(
児
童
に
対
す
る
警
告
、
危
険
物
を
所
持
し
て
い
な
い
か
の
確
認
)
は
、
慈
善
性
の
ゆ
え
に
軽
減
さ
れ
る
。
し
か

し、

ω危
険
の
具
体
化
を
察
知
し
た
後
に
と
る
べ
き
具
体
的
な
安
全
確
保
義
務
(
例
え
ば
、
危
険
な
遊
び
を
止
め
さ
せ
る
、
危
険
な
物
を
取

り
上
げ
る
、
な
ど
の
義
務
て
あ
る
い
は

ω事
故
が
生
じ
た
後
の
救
助
義
務
は
、
慈
善
性
の
ゆ
え
に
軽
減
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
一
般
的
な
監
視

義
務
が
慈
善
性
の
ゆ
え
に
軽
減
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
、
児
童
の
い
る
場
所
か
ら
遠
く
離
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
(
な
お
、
[
日
]

は
、
児
童
を
危
険
で
な
い
場
所
に
置
き
、
一
応
の
監
視
を
し
て
い
た
場
合
に
も
、
監
視
の
不
十
分
を
理
由
に
責
任
を
認
め
て
い
る
が
、
こ
れ

は
、
こ
の
団
体
が
有
料
で
児
童
を
預
か
っ
て
い
て
慈
善
性
が
小
さ
い
か
ら
だ
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
)
以
上
の
態
度
は
、
一
般
的
な
監

視
の
機
会
費
用
は
具
体
的
な
事
故
防
止
措
置
の
機
会
費
用
よ
り
も
大
き
い
か
ら
無
償
の
奉
仕
者
に
要
求
す
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
考
え
と
、

具
体
的
な
危
険
を
知
っ
た
者
は
事
故
防
止
措
置
を
と
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
と
に
基
づ
い
て
い
る
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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(
1
)
冨
冨
・
冨
白

N
E邑
・
匂
旬
、
H

，g
n・。匂
-n-f
昨
・
目
唱
え
白
血
一

5
5
F
o
u
-
巳
グ
ロ
。
ω

主
印
巾
片
的

(
2
)
ド
イ
ツ
法
お
よ
び
わ
が
国
の
民
法
学
説
で
は
、
一
般
に
、
予
見
可
能
性
を
防
止
義
務
発
生
の
ー
ー
し
た
が
っ
て
、
過
失
の
|
|
論
理
的
前
提

と
考
え
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
予
見
可
能
性
を
過
失
の
要
素
と
考
え
ず
、
た
だ
、
免
責
事
由
と
し
て
の
不
可
抗
力

Q
2
2

5
白
写
員
巾
)
の
要
件
と
し
て
、
予
見
不
可
能
性
会
自
習
雪
在
玄

Em)
を
要
求
す
る
(
〈
宮
町
可
唱
。
℃
・
門
戸
?
ロ
。
ω

主
C
2
m・
)
に
と
ど
ま
る
。

(3)
以
上
に
つ
い
て
、
〈
山
口

3
・
0H)-n-f
ロ。合同・

(
4
)
被
害
児
童
の
親
自
身
が
し
て
い
る
以
上
の
監
護
を
要
求
で
き
な
い
と
い
う
責
任
軽
減
は
、
目
的
が
非
営
利
的
な
休
暇
コ
ロ
ニ
ー
等
の
場
合
に

は
、
裁
判
所
の
一
般
的
な
見
解
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
白

R
吉
Z
E仏
芯
巴
包
Z
N
-
-
N
S
m
2
2
5
骨
骨
三
円
含
門
門
型
-
白
ロ
・

4
0
}
-
Y

E(uo-oE巾
2
2
E
S
仏巾

S
E
R
E
3
三
回

e
R
C
E
)・
〈
。
可
・
句
。
山
花
『
巾
昨

ω包
包
巾
pou-n-F唱え

E
0・
)
。
な
お
以
上
と
は
別
に
、
預
か
っ
た

側
の
慈
善
性
で
は
な
く
て
、
預
け
た
側
の
危
険
引
受
け
を
理
由
に
、
同
様
の
責
任
軽
減
を
行
な
う
裁
判
例
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
吋
ユ
σ・句
-
E巳・

、『。己
5
・
N品
目
白
B
E
g
-
』
(
U
M
M

・ロ・

5
N
8・
5
S
ω
白
〈
白
己
負
は
、
不
適
応
児
童
父
母
連
合
会
の
施
設
に
預
け
ら
れ
て
い
た
精
神
薄
弱
児
童
が
、

送
迎
パ
ス
の
前
に
飛
び
出
て
死
亡
し
た
事
件
で
、
施
設
の
フ
ォ

l
卜
を
否
定
し
た
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
両
親
は
、
自
由
に
し
て
社
会
復
帰
教

育
を
す
る
と
い
う
目
的
を
理
解
し
て
預
け
た
の
だ
か
ら
、
自
ら
し
て
い
る
以
上
の
監
護
を
要
求
で
き
な
い
、
と
判
示
し
て
い
る
。

(
5
)
保
険
者
の
存
否
と
い
っ
て
も
、
判
例
集
か
ら
わ
か
る
の
は
、
保
険
者
が
被
告
と
し
て
、
あ
る
い
は
参
加
者
と
し
て
、
訴
訟
に
登
場
し
て
い
る
場

合
と
、
判
決
の
評
釈
(
口
。
仲
間
)
に
特
別
の
指
摘
が
あ
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。

賠
償
額
の
減
額

児
童
を
預
か
っ
た
者
は
、

固

そ
の
フ
ォ

l
ト
が
認
め
ら
れ
た
と
き
生
じ
た
損
害
の
す
べ
て
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
そ
れ
と
も
、

賠
償
責
任
は
減
額
さ
れ
る
か
。
裁
判
例
の
結
果
を
見
る
と
、
当
初
は
フ
ォ

l
ト
・
責
任
を
認
め
る
も
の
が
少
な
か
っ
た
が
、
認
め
た
も
の
は

|
|
判
決
文
か
ら
判
断
す
る
限
り
|
|
賠
償
額
を
減
額
し
て
い
な
い

(

[

1

]

の
一
審
、
[
日
]
[
日
]

[

M

]

の
控
訴
審
、
な
お
、

[
3
]
の

一
審
は
額
が
不
明
。
[

6

]

[

叩
]
は
、
責
任
の
有
無
の
み
判
断
し
、
賠
償
額
に
つ
い
て
は
鑑
定

(gA忌
F
O
M宮
邑
自
)
を
命
じ
て
い
る
)
。

し
か
し
、
一
九
三

O
年
頃
か
ら
一
九
四

0
年
代
半
ば
に
か
け
て
は
、
責
任
を
認
め
つ
つ
賠
償
額
を
減
額
す
る
も
の
が
か
な
り
あ
る
(
[
日
]
[
出
]
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説

[
口
]
[
日
〕
[
叩
]

の
一
審
)
。

論

賠
償
額
を
減
額
す
る
理
由
を
見
る
と
、
第
一
に
、
児
童
自
身
の
軽
率
な
行
為
、
逸
脱
行
為
を
理
由
に
責
任
分
割
の
形
で
減
額
す
る
も
の
が

多
く
(
[
日
]
の
控
訴
審
、
[
口
]
、
[
日
]
、
[
叩
]
の
一
審
)
、
第
二
に
、
加
害
者
の
預
か
る
行
為
が
無
償
の
慈
善
活
動
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と

す
る
も
の
が
あ
る
(
[
日
〕
の
一
審
)
。
(
日
]
の
一
審
は
、
「
賠
償
額
を
裁
量
す
る
諸
要
素
」
を
理
由
に
減
額
し
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
は
不

明
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
[
日
]
[
日
]
は
、
事
案
を
み
る
と
い
ず
れ
も
児
童
の
逸
脱
行
為
か
ら
事
故
が
生
じ
た
場
合
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

逸
脱
行
為
の
な
い
場
合
に
慈
善
性
等
の
理
由
だ
け
で
減
額
す
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
他
方
、
減
額
の
仕
方
を
み
る
と
、
第
一
の
児
童
の
逸
脱

行
為
を
理
由
と
す
る
も
の
は
割
合
に
よ
っ
て
減
額
し
て
い
る
の
に
対
し
、
第
二
の
、
慈
善
性
や
「
賠
償
額
を
裁
量
す
る
諸
要
素
し
を
理
由
と

す
る
も
の
は
、
割
合
を
介
す
る
こ
と
な
く
、
妥
当
と
考
え
る
額
を
直
接
示
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
[
日
]
の
一
審
は
、
責
任
の
存
在
を
確
認

す
る
原
理
上
の
損
害
賠
償
だ
と
し
て
、
一
フ
ラ
ン
と
い
う
極
端
な
少
額
を
認
容
し
て
い
る
。

一
九
四

0
年
代
末
以
降
は
、
こ
の
よ
う
な
賠
償
額
を
縮
減
す
る
裁
判
例
が
み
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
れ
は
、
休
暇
コ
ロ
ニ
ー
等
の
た
め
の
責

任
保
険
が
普
及
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
(
例
え
ば
[
担
]
を
み
よ
)
。

(
1
)
a
o
s
s
a
g
-
-
z
m芯
門
印
内
庁
官
Z
n
e
m
(原
理
上
の
損
害
賠
償
)
、
|
|
額
が
一
フ
ラ
ン
の
場
合
は
ぽ
吟
即
日
骨
号
ヨ
包
括
2
・E
3
5仲間(一

フ
ラ
ン
賠
償
)
と
呼
ば
れ
る
|
|
は
、
附
帯
私
訴
(
白
色
g
n
Z
F
)
で
精
神
的
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
が
、
そ

の
実
体
は
多
様
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、
的
原
告
自
身
が
請
求
額
を
一
定
の
少
額
に
限
定
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
は
原
告
が
、
刑
事
訴
訟
に
当

事
者
と
し
て
参
加
し
て
刑
事
訴
追
を
実
効
的
に
す
る
こ
と
だ
け
を
企
図
し
て
お
り
、
ま
た
、
自
分
の
精
神
的
苦
痛
を
金
銭
に
評
価
し
た
く
な
い
気

持
ち
を
表
わ
す
た
め
で
あ
る
。
次
に
、
裁
判
所
が
賠
償
額
を
一
定
の
少
額
に
限
定
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
仲
損
害
を
評
価
し
た
結
果
そ

の
よ
う
な
少
額
を
認
容
す
る
場
合
と
、
例
損
害
は
象
徴
的
な
も
の
だ

(
U
E
E色
B
a
B
σ
o
-
E己
巾
)
と
判
断
し
て
評
価
を
し
な
い
で
少
額
を
認
容

す
る
場
合
と
が
あ
る
。
(
例
の
場
合
を

Z

P
白ロ
n
a
s
σ

。-EC巾
と
言
う
が
、
今
日
の
判
例
、
学
説
は
こ
れ
を
認
め
て
い
な
い
。
)
さ
ら
に
、
仰
の
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フランス法における、児童を預かった者の安全確保義務

場
合
に
少
額
に
評
価
し
た
事
情
を
見
る
と
、
損
害
そ
の
も
の
が
薄
弱
な
場
合
(
例
え
ば
、
盗
難
の
被
害
者
が
、
盗
品
を
直
ち
に
取
り
戻
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
附
帯
私
訴
で
窃
盗
犯
に
対
し
損
害
賠
償
を
求
め
る
場
合
)
と
、
損
害
は
明
確
に
存
在
す
る
が
、
原
告
・
被
告
聞
に
特
殊
な
関
係
が

あ
る
場
合
(
[
日
]
の
ほ
か
、
窃
盗
犯
が
犯
行
中
に
殴
ら
れ
負
傷
し
た
の
で
損
害
賠
償
を
求
め
る
場
合
な
ど
)
と
が
あ
る
。
〈
O
可・司白

-2P
開
ロ
ミ
n--

U
色

-
o
p
u
g
x
叉山口白
]
ψ

〈
。
〉
門
広
O
ロ
n
-
i
z
ロo
m
H
品
タ
品
但
叶
一
】
)
同
ロ
〈
叩
『
関
ロ
タ
『
印
刷
》
句
。
立
の
ユ
ヨ
'
5
5巴
巴
言
"
0
・E
2・日
ω
U
(
U

白
-mσ
ゆロ
O
門巾印

C
5

円

U
1
B・
∞
]
巳
--2H申吋印一・』
(UHU・
5
叶
町
一
口
同
∞
ω
S一一

ny曲目
σ。
P
ロ
。
丹
市
由
。
ロ
白
河
巾
ロ
ロ
2
・叶

B
白
-
5
3・』(リ司
-
E∞
o
-
H
E
ω
ω
ω
・

(
2
)
明。可
2
2
ω
即日ロ門戸

g・0
℃
・
巳
?
ロ
。
m
E
H
N
o
m
a
印
・
も
休
暇
コ
ロ
ニ
ー
、
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
な
ど
の
場
合
に
、
裁
判
所
は
児
童
の
フ
ォ

l
ト
を

理
由
と
す
る
責
任
軽
減
を
容
易
に
認
め
な
い
、
と
告
白
う
。

(3)

一
九
四
一
年
の
時
点
で
、
回
o
-
g丘、

o
u
-
n
-
f
u
-
M戸
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
好
意
性
を
理
由
と
す
る
賠
償
額
の
縮
減
は
裁
判
所
の
自

由
(
ロ
ロ
巾
回
目
B匂
F
P
2
]広
)
で
あ
る
た
め
、
休
暇
コ
ロ
ニ
ー
や
自
動
車
運
転
者
が
責
任
保
険
に
入
る
よ
う
に
な
る
に
し
た
が
い
、
裁
判
所
は
、
好

意
性
を
理
由
と
す
る
賠
償
額
の
滅
額
を
行
わ
な
く
な
っ
て
い
る
。

五

責
任
の
性
格
付
け

裁
判
例
を
見
る
と
、

一
九
四

0
年
代
ま
で
は
、
児
童
を
預
か
っ
た
者
の
不
法
行
為
責
任
が
問
わ
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
正
確
に
言
え
ば
、

判
決
文
か
ら
は
、
不
法
行
為
責
任
と
契
約
責
任
の
い
ず
れ
を
問
う
て
い
る
の
か
不
明
な
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
契
約
の
成
否
を
審
理
し

て
い
な
い
こ
と
、
ニ
で
述
べ
た
よ
う
に
一
九
三
七
年
の
法
改
正
ま
で
一
三
八
四
条
四
項
の
適
用
の
可
否
を
論
じ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

不
法
行
為
責
任
を
問
う
て
い
た
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
五

0
年
代
か
ら
、
契
約
責
任
が
追
求
さ
れ
議
論
さ
れ
る
事
例
が
現
わ
れ
、
次

第
に
増
加
し
て
い
る
(

[

n

]

[

M

]

[

犯
]
[
却
]
)
。
そ
の
結
果
、
六

0
年
代
以
後
は
、
不
法
行
為
責
任
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
事
例
が
か

え
っ
て
少
な
く
な
っ
て
い
る
。

判
例
の
こ
の
よ
う
な
変
化
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
も
当
惑
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
判
例
の
変
化
は
、

も
と
も
と
被
害
者
の
立
証
責
任
を
軽
減
す
る
た
め
の
契
約
上
の
安
全
確
保
義
務
と
い
う
観
念
が
そ
の
後
児
童
の
預
託
関
係
に
及
ん
だ
も
の
で
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説

あ
る
が
、
既
に
一
九
三

0
年
代
に
手
段
債
務
と
結
果
債
務
が
区
別
さ
れ
、
か
っ
、
青
少
年
活
動
に
お
い
て
児
童
を
預
か
っ
た
者
の
義
務
は
手

段
債
務
と
さ
れ
て
い
た
の
で
、
右
の
判
例
の
変
化
は
、
立
証
責
任
の
軽
減
と
い
う
意
味
を
も
た
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
(
ニ
の
注
(
叩
)
(
日
)

の
本
文
参
照
)
。
こ
の
判
例
の
変
化
の
原
因
を
敢
え
て
推
測
す
れ
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
以
前
に
は
暖
昧
に
し
て
い
た
責

任
の
性
格
、
根
拠
を
明
確
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
五
二
年
の
破
棄
院
の
改
革
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
改
革
に
よ
っ

て
民
事
部
が
複
数
に
な
り
、
本
稿
の
問
題
に
即
し
て
言
え
ば
、
契
約
責
任
の
事
件
は
第
一
民
事
部
に
、
不
法
行
為
責
任
の
事
件
は
第
二
民
事

部
に
配
分
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
下
で
勢
い
、
被
告
は
防
御
手
段
と
し
て
、
請
求
の
性
格
付
け
を
争
う
よ
う
に
な
り
、

裁
判
所
も
、
契
約
責
任
か
不
法
行
為
責
任
か
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
第
二
に
、
こ
こ
で
の
問
題
に
関
し
、

不
法
行
為
責
任
と
す
る
裁
判
例
が
減
少
し
契
約
責
任
と
す
る
裁
判
例
が
増
加
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
破
棄
院
の
見
解
が

変
化
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
破
棄
院
の
裁
判
例
を
見
る
と
、
第
一
民
事
部
は
契
約
責
任
と
し
(

[

M

]

[

お
]
[
出
]
)
、
第
二
民
事
部
は
、
不
法

行
為
責
任
と
し
て
い
る
(
[
お
]
[
お
]
[
幻
]
[
却
]
は
、
明
言
し
て
い
な
い
が
、
不
法
行
為
責
任
を
審
理
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
)
。
こ
れ
は

要
す
る
に
、
事
件
配
分
の
基
準
と
な
っ
た
原
審
の
判
断
を
是
認
し
、
自
ら
の
部
へ
配
分
さ
れ
た
事
件
を
受
け
容
れ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

実
質
的
な
判
断
を
積
極
的
に
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
控
訴
審
判
決
の
中
に
は
、
積
極
的
に
契
約
責
任
と
す
る
も
の
が
み
ら
れ
る
(
[
却
]
。

ま
た
、
ニ
の
注
(
国
)
の
事
件
の
差
戻
審
判
決
)
が
、
一
般
的
で
は
な
い
。
(
[
却
]
は
不
法
行
為
責
任
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
)
結
局
、

契
約
責
任
の
事
例
が
増
え
た
の
は
、
原
告
が
契
約
責
任
を
追
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
青
少
年
活
動
の
組

織
の
仕
方
の
変
化
に
由
来
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
以
前
の
教
会
の
青
少
年
ク
ラ
ブ
な
ど
の
場
合
に
は
、
一
人
の
人
(
司

祭
)
が
主
催
者

(
O
括

g-szz吋
)
で
あ
る
と
同
時
に
現
場
の
監
督
者
(
仏
玄
関

gE)
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
こ
の
時
期
に
普
及
す
る

規
模
の
大
き
い
青
少
年
活
動
(
例
え
ば
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
の
休
暇
コ
ロ
ニ
ー
)
で
は
、
主
催
者
・
組
織
者
(
ス
カ
ウ
ト
の
全
国
団
体
)
と
現

と
が
別
人
で
あ
り
、
児
童
の
親
は
、
こ
の
う
ち
主
催
者
(
全
国
団
体
)
の
方
と
明
確
な
合
意
に
よ
っ

論

場
の
監
督
者
・
指
導
員

(
B
S
R
2吋)
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て
継
続
的
な
関
係
を
結
ん
で
い
る
。
そ
し
て
児
童
に
事
故
が
生
じ
た
と
き
、
親
は
、
資
力
が
あ
り
責
任
保
険
に
も
入
っ
て
い
る
組
織
者
(
全

国
団
体
)
を
訴
え
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
事
故
の
現
場
に
い
な
か
っ
た
組
織
者
の
不
作
為
に
よ
る
安
全
確
保
義
務
違
反
を
直
接
に
問

題
に
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
責
任
の
根
拠
を
契
約
に
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
不
法
行
為
責
任
に
よ
っ
て
も
現

場
に
い
な
い
組
織
者
の
フ
ォ

l
ト
を
問
題
に
で
き
る

対
的
で
し
か
な
い
。

(
[
幻
]
[
却
]
参
照
)

か
ら
、
不
法
行
為
責
任
と
契
約
責
任
の
こ
の
点
で
の
差
異
は
相

こ
の
よ
う
に
、
青
少
年
活
動
の
目
的
で
児
童
を
預
か
っ
た
場
合
に
即
し
て
み
る
と
、
不
法
行
為
責
任
か
契
約
責
任
か
の
対
立
の
意
味
は
、

フランス法における、児童を預かった者の安全確保義務

極
め
て
限
定
さ
れ
、
し
か
も
相
対
的
な
も
の
で
し
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。

(
1
)
司
O
M
況は・

2
ω
包ロ門田巾同
y
o
℃
・
門
戸
口
S

H

∞印
-
H
∞A
Y
H
甲山戸

(
2
)
ω
。-
Z
印巾門司巾司可
O
F

円)円。山門〕己門出円一色吋巾匂
Hl-4my
同

-
F
H
申
告
・
ロ
。
∞
∞
印
一
∞
巾
印
問
。
ロ
・
〈
o
h
白田印白巴
O
ロ・ロ
E
H
N
∞
巾
円
凹
・
山
口
開
口
円
可
・

0
巳
-oNLμ
『0
・己〈・

(3)
こ
の
ほ
か
、
預
か
っ
た
者
が
非
慈
善
団
体
の
場
合
で
あ
る
が
、
第
二
民
事
部
が
明
ら
か
に
不
法
行
為
責
任
を
審
理
し
た
も
の
と
し
て
、

c
t
日

自
由
ニ
申
吋
∞
・
』
門
司

5
3
ロ
E
C
S
M
o
g
B
B
(
ニ
の
注
(
団
)
参
照
)
、

c
t
N
2
z
E
E∞
ゲ
の
白
N

H

】血-・

5
∞
NW
明記ロ

2
・
NN(家
族
手
当
金
庫

の
休
暇
コ
ロ
ニ
ー
に
参
加
し
た
児
童
が
、
け
ん
か
で
自
を
負
傷
し
た
事
件
)
が
あ
る
。

(
4
)
わ

}gσ
白F
C
匂
-
n
-
?
の白
N
-
H
ν

白]・・

5
∞
ω
L凶
0
2『一口巾
L
)・
5
一一色巾ヨ・ロ
O
Z
印
0
5
口
元
日
目
白

-
E叶∞・』【
U

司
-
E吋∞・

-
E
o
s
-

五

お
わ
り
に
|
|
民
事
責
任
に
と
っ
て
慈
善
性
が
有
す
る
意
味
|
|

本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
青
少
年
活
動
の
目
的
で
児
童
を
預
か
っ
た
監
督
者
が
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
ど
の
よ
う
な
義
務
・
責

任
を
負
っ
て
い
る
か
を
見
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
の
主
な
関
心
は
、
被
告
の
活
動
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
的
な
奉
仕
活
動
・
慈
善
活
動
で
あ
っ
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説

た
こ
と
が
そ
の
民
事
責
任
に
対
し
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
か
、
と
い
う
問
題
に
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
わ
が
国
の
議
論
を
も
意
識
し

な
が
ら
、
以
上
の
検
討
結
果
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
結
果
論
を
先
に
言
え
ば
、
慈
善
活
動
で
あ
る
こ
と
が
監
督
者
の
責
任
に
対
し
て
与
え
る

影
響
は
、
大
き
く
な
い
。

ま
ず
、

論

フ
ォ

1
ト
の
立
証
責
任
の
軽
減
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
児
童
に
対
す
る
監
督
者
の
影
響
力
・
支
配
力
の
大
き
さ
と
、
児
童
の
年

齢
で
あ
る
。
監
督
者
の
影
響
力
が
強
く
、
児
童
の
年
齢
が
低
い
と
き
に
は
、
立
証
責
任
が
転
換
さ
れ
て
、
監
督
者
が
自
ら
に
フ
ォ

l
ト
の
な

か
っ
た
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
監
督
行
為
が
慈
善
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
重
要
で
な
い
。

次
に
フ
ォ

l
ト
の
前
提
で
あ
る
監
督
者
の
義
務
に
つ
い
て
み
る
と
、
危
険
が
具
体
化
し
た
後
の
具
体
的
な
事
故
防
止
措
置
の
義
務
は
、
慈

善
性
を
理
由
に
軽
減
さ
れ
な
い
。
慈
善
性
の
ゆ
え
に
軽
減
さ
れ
る
の
は
、
危
険
が
具
体
化
す
る
前
の
一
般
的
な
監
視
義
務
だ
け
で
あ
る
。
こ

の
義
務
が
、
慈
善
性
の
ゆ
え
に
ど
の
程
度
ま
で
軽
減
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
基
準
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。

第
三
に
、
賠
償
額
の
算
定
に
お
い
て
慈
善
性
は
減
額
の
一
要
因
と
し
て
機
能
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
事
案
を
見
る
と
、
そ
の
よ
う
な

機
能
は
、
児
童
自
身
の
軽
率
な
行
動
・
逸
脱
行
為
に
よ
っ
て
事
故
が
生
じ
た
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

最
後
に
、
不
法
行
為
責
任
と
契
約
責
任
の
い
ず
れ
の
構
成
を
と
る
べ
き
か
が
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
契
約
に
よ
る
方
が
、

児
童
を
預
か
っ
た
者
の
作
為
義
務
を
よ
り
明
確
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
。
慈
善
性
に
由
来
す
る
微
妙
な
義
務
内
容
・
責
任
内

容
を
柔
軟
適
切
に
構
成
す
る
も
の
と
し
て
、
契
約
責
任
を
主
張
す
る
見
解
は
、
|
|
青
少
年
活
動
の
目
的
で
児
童
を
預
か
っ
た
場
合
に
つ
い

て
み
る
限
り

l
!な
い
よ
う
で
あ
る
。
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